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﹇
キ
ー
ワ
ー
ド：

①
弘
前
藩
　
②
山
林
　
③
百
姓
一
揆
　
④
義
民
﹈

は
じ
め
に

文
化
年
間
の
弘
前
藩
領
で
は
、
百
姓
た
ち
に
よ
る
徒
党
・
強
訴
、
騒
動
の
動
き
が
多
発
し
て
い
る
。【
表
①
】
に
は
文
化
年
間

の
弘
前
藩
領
で
発
生
し
た
百
姓
た
ち
に
よ
る
強
訴
や
騒
動
と
い
っ
た
動
き
を
ま
と
め
て
い
る
が
、
こ
の
中
で
文
化
十
年
（
一
八
一

三
）
九
月
二
十
八
日
に
発
生
し
た
強
訴
は
、
近
世
弘
前
藩
領
に
お
い
て
発
生
し
た
百
姓
一
揆
の
中
で
は
最
大
規
模
の
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
強
訴
は
高
杉
（
現
青
森
県
弘
前
市
と
鰺
ヶ
沢
町
）・
木
造
新
田
・
広
須
（
い
ず
れ
も
現
青
森
県
つ
が
る
市
）・
藤
代
（
現

青
森
県
弘
前
市
と
北
津
軽
郡
鶴
田
町
）
四
組
の
百
姓
た
ち
が
徒
党
を
組
み
、
検
見
を
実
施
し
た
上
で
の
年
貢
徴
収
や
年
貢
収
納
免

除
を
要
求
し
た
も
の
で
あ
り
、
頭
取
と
し
て
「
高
杉
組
鬼
沢
村
彦
兵
衛
二
男
　
民
次
郎
」
が
唯
一
斬
罪
に
処
さ
れ
て
い
る
。
近
代

弘
前
藩
領
に
お
け
る
百
姓
一
揆
、
騒
動
と
義
民

―
文
化
年
間
の
山
を
巡
る
争
い
を
中
心
に

―
萱
場
　
真
仁
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以
降
「
民
次
郎
」
は
義
民
〝
藤
田
民
次
郎
〞
と
し
て
顕
彰
さ
れ
、
そ
の
影
響
の
大
き
さ
か
ら
こ
の
百
姓
一
揆
は
〝
民
次
郎
一
揆
〞

と
呼
称
さ
れ
る
（
1
）

も
の
で
も
あ
る
。

文
化
年
間
は
隣
の
盛
岡
藩
領
に
お
い
て
も
百
姓
一
揆
が
発
生
し
て
お
り
、
こ
れ
は
当
時
盛
岡
藩
や
弘
前
藩
が
幕
府
か
ら
担
わ
さ

れ
て
い
た
蝦
夷
警
衛
に
伴
う
負
担
が
原
因
と
さ
れ
て
い
る
（
2
）
。〝
民
次
郎
一
揆
〞
を
は
じ
め
と
す
る
百
姓
た
ち
の
動
き
も
ま
た
、

当
時
弘
前
藩
が
幕
府
か
ら
恒
常
的
に
担
わ
さ
れ
て
い
た
蝦
夷
警
衛
と
、
天
明
飢
饉
以
後
の
藩
領
の
民
衆
移
動
と
藩
が
展
開
す
る
廃

田
開
発
等
に
係
る
労
働
力
確
保
が
衝
突
し
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
3
）
。

さ
ら
に
、
近
年
瀧
本
壽
史
氏
は
〝
民
次
郎
一
揆
〞
及
び
義
民
〝
藤
田
民
次
郎
〞
に
つ
い
て
の
再
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
中

で
瀧
本
氏
は
弘
前
藩
領
の
百
姓
た
ち
が
当
該
期
に
「
一
統
」
す
る
論
理
の
形
成
を
藩
の
蝦
夷
警
衛
に
係
る
諸
政
策
に
あ
っ
た
と
し

て
お
り
、
義
民
〝
藤
田
民
次
郎
〞
に
つ
い
て
も
そ
れ
が
近
代
以
降
創
造
さ
れ
た
存
在
で
あ
り
、
顕
彰
を
繰
り
返
す
こ
と
で
増
幅
さ

れ
た
一
揆
衆
の
総
体
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
（
4
）
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
文
化
年
間
の
弘
前
藩
領
百
姓
た
ち
が
起
ち
上
が
る
背
景
及
び
そ
の
論
理
に
つ
い
て
の
考
察
は
こ
れ
ま
で

〝
民
次
郎
一
揆
〞
及
び
義
民
〝
藤
田
民
次
郎
〞
を
中
心
に
行
わ
れ
て
き
て
お
り
、
そ
の
点
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。
文
化
年
間

の
弘
前
藩
領
で
は
〝
民
次
郎
一
揆
〞
以
外
に
も
、【
表
①
】
の
網
掛
け
の
部
分
で
示
し
た
よ
う
に
、
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
か

ら
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）、
そ
し
て
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
に
は
大
鰐
組
乳
井
村
と
薬
師
堂
村
が
村
領
の
山
の
境
界
を
巡
っ

て
争
い
、
そ
れ
が
最
終
的
に
強
訴
へ
と
展
開
す
る
動
き
が
見
ら
れ
、
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
八
月
十
八
日
に
は
大
鰐
・
尾
崎
・

大
光
寺
組
の
百
姓
た
ち
が
山
役
人
を
襲
撃
す
る
動
き
が
確
認
出
来
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
山
の
仕
分
や
扱
い
を
巡
っ
て
百
姓
た

ち
が
訴
願
を
行
っ
て
お
り
、〝
民
次
郎
一
揆
〞
の
中
で
百
姓
た
ち
が
要
求
し
た
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
従
来
こ
れ
ら
山
を
巡

っ
て
の
強
訴
や
騒
動
も
〝
民
次
郎
一
揆
〞
と
同
じ
背
景
の
中
で
発
生
し
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
一
連
の
動
き
の
中
で
捉
え
ら
れ
て
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き
た
傾
向
が
強
い
（
5
）
。
し
か
し
、
山
を
巡
っ
て
百
姓
た
ち
が
起
ち
上
が
る
こ
れ
ら
の
動
き
が
〝
民
次
郎
一
揆
〞
と
同
じ
蝦
夷
警
衛

に
係
る
背
景
を
持
つ
も
の
で
あ
る
の
か
、
或
い
は
そ
こ
か
ら
促
さ
れ
る
「
一
統
」
の
論
理
形
成
と
繋
が
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い

う
こ
と
を
、
百
姓
た
ち
の
要
求
や
動
き
か
ら
個
々
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

ま
た
、
義
民
〝
藤
田
民
次
郎
〞
以
外
に
も
、
同
じ
文
化
年
間
の
強
訴
、
騒
動
か
ら
義
民
〝
原
田
村
伝
兵
衛
〞
の
顕
彰
が
確
認
出

来
る
（
6
）
。〝
原
田
村
伝
兵
衛
〞
は
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
に
発
生
し
た
大
鰐
・
尾
崎
・
大
光
寺
組
の
百
姓
た
ち
が
山
役
人
を
襲

撃
す
る
騒
動
の
中
か
ら
輩
出
さ
れ
た
義
民
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
文
化
年
間
か
ら
顕
彰
さ
れ
て
い
る
義
民
が
〝
藤
田
民
次
郎
〞

以
外
に
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
出
来
る
に
も
拘
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
義
民
〝
藤
田
民
次
郎
〞
及
び
〝
民
次
郎
一

揆
〞
の
一
例
を
以
て
「
北
奥
地
域
の
特
質
」
が
説
明
さ
れ
て
き
た
。
同
じ
文
化
年
間
に
発
生
し
た
百
姓
一
揆
、
騒
動
か
ら
義
民

〝
原
田
村
伝
兵
衛
〞
の
顕
彰
が
確
認
出
来
る
以
上
、
こ
れ
を
無
視
し
て
検
討
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
ま
た
、
義
民
と
さ
れ
る
人
物

の
ど
の
様
な
行
為
が
、
何
を
目
的
と
し
て
顕
彰
さ
れ
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
強
訴
、
騒
動
の
藩
政
へ
の
正
確
な
位
置
付
け

が
行
え
る
と
も
考
え
る
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
文
化
年
間
の
弘
前
藩
領
に
お
け
る
百
姓
た
ち
の
動
き
を
、
従
来
考
察
の
中
心
と
さ
れ
て
い
た

〝
民
次
郎
一
揆
〞
及
び
義
民
〝
藤
田
民
次
郎
〞
か
ら
で
は
な
く
、
山
を
巡
っ
て
発
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
徒
党
・
強
訴
、
騒
動
を

個
々
に
検
討
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
中
か
ら
輩
出
さ
れ
る
義
民
〝
原
田
村
伝
兵
衛
〞
が
実
際
の
騒
動
で
ど
の
様
に
動
き
、
後
世
顕

彰
さ
れ
て
い
く
の
か
を
考
え
る
こ
と
で
、
文
化
年
間
の
弘
前
藩
領
百
姓
の
動
き
を
再
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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第
一
章
　
大
鰐
組
乳
井
村
・
薬
師
堂
村
山
論
に
伴
う
強
訴

本
章
で
は
【
表
①
】
の
う
ち
、
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
か
ら
六
年
（
一
八
〇
九
）、
そ
し
て
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
に
か

け
て
発
生
し
た
大
鰐
組
乳
井
村
・
薬
師
堂
村
（
い
ず
れ
も
現
青
森
県
弘
前
市
）
の
山
論
に
伴
う
強
訴
の
事
例
を
扱
っ
て
い
く
。
こ

こ
で
は
こ
の
強
訴
の
背
景
が
何
で
あ
る
の
か
及
び
強
訴
の
中
に
お
け
る
百
姓
た
ち
の
行
動
を
、
可
能
な
限
り
検
討
し
て
い
く
こ
と

を
目
的
と
す
る
。
尚
、
乳
井
村
と
薬
師
堂
村
の
現
在
の
位
置
に
つ
い
て
は
【
図
①
】
に
示
し
た
の
で
適
宜
参
照
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

（
一
）
大
鰐
組
乳
井
村
・
薬
師
堂
村
の
関
係
と
強
訴
の
背
景

大
鰐
組
乳
井
村
・
薬
師
堂
村
間
の
山
論
に
伴
う
強
訴
自
体
が
発
生
し
た
の
は
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
六
月
十
五
日
、
薬
師
堂

村
の
百
姓
た
ち
が
東
長
町
制
札
場
へ
強
訴
を
行
っ
た
の
が
最
初
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
か
ら
二
つ
の
村
が
互
い
に
山
の
仕

分
を
巡
っ
て
争
い
続
け
て
お
り
、
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
か
ら
藩
も
両
村
の
山
論
を
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
「
御
国
日

記
（
7
）
」
文
化
五
年
五
月
三
十
日
条
か
ら
判
明
す
る
。

同
条
に
よ
れ
ば
、
元
来
、
乳
井
村
と
薬
師
堂
村
は
一
つ
の
村
で
あ
り
、
薬
師
堂
村
は
「
下
乳
井
村
」
と
言
っ
て
い
た
。「
貞
享

年
中
御
新
検
之
節
」、
い
わ
ゆ
る
貞
享
検
地
（
8
）

の
際
に
乳
井
村
・
薬
師
堂
村
に
分
か
れ
た
が
、
貞
享
検
地
の
元
帳
に
は
乳
井
村
・

薬
師
堂
村
と
も
に
山
は
五
つ
ず
つ
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
（
9
）

の
み
で
、
各
村
が
山
の
ど
の
部
分
を
領
分
と
し
て
い
る
の
か
と

い
う
こ
と
が
沢
名
・
地
名
で
分
け
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
後
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
に
再
検
を
行
う
も
、
こ
の
時
の
元
帳
は
郡

所
に
も
勘
定
所
に
も
無
く
、
下
帳
ら
し
き
も
の
は
あ
る
が
、
山
の
こ
と
に
つ
い
て
は
一
切
書
か
れ
て
い
な
い
。
乳
井
村
に
は
再
検
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帳
の
写
が
あ
っ
て
、
こ
れ
に
は
沢
名
等
で
村
が
山
の
ど
の
部
分
を
領
分
と
す
る
か
が
詳
細
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
薬
師

堂
村
に
そ
の
再
検
帳
の
写
は
無
く
、
薬
師
堂
村
は
古
来
よ
り
そ
の
帳
面
に
あ
る
乳
井
村
領
の
山
も
「
見
継
」
を
し
て
き
た
と
主
張

し
て
い
た
。
乳
井
村
に
は
元
帳
の
写
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
に
新
た
に
両
村
の
戸
数
や
田
畑

の
高
数
に
よ
っ
て
仕
分
を
行
い
、
そ
れ
以
降
の
仕
分
は
行
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
へ
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
八
月
に
再
び
争
論
が

発
生
し
た
た
め
、
山
を
全
て
引
き
上
げ
た
上
で
新
た
に
仕
分
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
寛
政
年
中
の
沙
汰
で
は
薬
師
堂
村
領
の
山

は
不
足
し
て
い
る
の
で
、
今
回
は
両
村
の
申
出
に
関
係
な
く
見
分
を
し
た
上
で
新
た
に
仕
分
を
行
っ
た
。
そ
の
帳
面
を
添
え
て
申

し
付
け
る
と
あ
る
。

ま
た
、『
封
内
事
實
秘
苑
（
10
）
』
の
文
化
六
年
の
項
目
に
も
乳
井
村
と
薬
師
堂
村
の
山
論
、
強
訴
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
そ

の
う
ち
両
村
が
山
を
巡
っ
て
争
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
箇
所
の
一
部
を
示
す
と
以
下
の
通
り
と
な
る
。

【
史
料
①
】『
封
内
事
實
秘
苑
』
廿
五
、
廿
六
　
文
化
六
乙
巳
年
　
拾
遺
追
補
　
五
月
廿
三
日（

弘
前
市
立
図
書
館
八
木
橋
文
庫
蔵
）

一
　
右
薬
師
堂
村
山
論
之
儀
去
々
年
之
春

相
催
候
事
ニ
而

乳
井
村
薬
師
堂
村
両
村
之
争
論
也
、
往
古
ハ
右
山
不
残
乳
井
領
ニ

候
得
と
も
凶
歳
後
薬
師
堂
ニ
而

杉
檜
并

雑
木
共
仕
立
之
上
此
節
尤
盛
木
ニ

及
良
山
ニ

相
成
候
由
、
元
来
乳
井
薬
師
堂
共
一
村

之
節
ニ
ハ

右
山
も
乳
井
領
分
之
筈
、
然
共
中
興
薬
師
堂
村

両
村
々
相
分
ち
其
後
右
之
通
申
立
之
上
仕
立
候
而

秣
場
等
に

も
致
、
元
よ
り
田
地
も
無
之
ニ

付
右
山
を
以
助
情
与
致
相
立
居
候
事
之
由
、
然
所
唯
今
い
た
り
乳
井
村
ニ
而

往
古
領
山
ニ

付

引
戻
可
申
趣
意
ニ
而

姦
曲
之
者
共
色
々
手
筋
を
求
め
賄
賂
等
ニ

茂
預
申
出
大
方
済
寄
之
処
、
薬
師
堂
村
之
者
聞
及
右
之
趣
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同
処
に
も
申
出
双
方
訴
訟
ニ

及
、
依
之
山
奉
行
御
代
官
等
罷
下
り
夫
々
仕
分
候
由
、

（
後
略
。）

こ
こ
に
は
か
つ
て
両
村
の
山
は
乳
井
村
領
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、「
凶
歳
後
」
薬
師
堂
村
側
が
そ
の
山
に
「
申
立
之
上
」
杉
・

檜
・
雑
木
等
仕
立
を
行
っ
た
と
こ
ろ
「
良
山
」
と
な
っ
た
と
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
凶
歳
後
」
と
は
天
明
飢
饉
後
の
こ
と
を
指
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
こ
れ
ら
の
山
は
乳
井
村
領
の
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
村
が
二
つ
に
分
か
れ
た
後
に
薬

師
堂
村
は
申
し
出
た
上
で
仕
立
を
行
っ
て
お
り
、
元
々
田
地
も
な
か
っ
た
の
で
薬
師
堂
村
は
そ
の
山
を
以
て
生
計
を
立
て
て
い

た
。
そ
こ
へ
乳
井
村
の
者
た
ち
が
自
分
た
ち
の
山
に
戻
そ
う
と
画
策
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
御
国
日
記
」
と
『
封
内
事
實
秘
苑
』
の
二
つ
の
史
料
を
見
て
み
る
と
、
両
村
が
元
々
一
つ
の
村
で
あ
る
た
め
な
の
か
、
山
の

ど
の
部
分
を
ど
ち
ら
の
村
が
領
分
と
し
た
り
管
理
し
た
り
し
て
い
る
の
か
が
曖
昧
で
あ
り
、
そ
れ
を
示
す
証
文
類
が
あ
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
も
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
中
で
薬
師
堂
村
領
と
さ
れ
る
山
を
乳
井
村
の
者
が
自
分
た
ち
の
村
の

山
に
戻
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
両
村
の
争
い
の
背
景
と
考
え
ら
れ
る
。
薬
師
堂
村
は
天
明
飢
饉
後
「
申
立
之
上
」
仕
立
を
行
っ

た
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
弘
前
藩
山
林
の
分
類
に
お
け
る
「
仕
立
抱
山
（
11
）
」
や
「
仕
立
見
継
山
（
12
）
」
の
性
格
の
山
を
有
し
て
い

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
「
仕
立
抱
山
」
や
「
仕
立
見
継
山
」
を
示
す
証
文
が
下
附
さ
れ
た
か
ど
う
か
、
或
い
は
慣

習
の
ま
ま
証
文
等
が
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
判
然
と
し
な
い
。

さ
ら
に
、「
御
国
日
記
」
を
見
て
い
く
と
最
初
の
強
訴
が
発
生
し
た
後
の
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
八
月
二
十
九
日
条
と
十
一

月
十
二
日
条
に
、
六
月
十
五
日
に
薬
師
堂
村
の
百
姓
た
ち
が
起
ち
上
が
っ
た
要
因
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
二
つ
の
条
に
よ
れ
ば
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
の
秋
、
既
に
郡
・
勘
定
・
山
奉
行
の
三
役
が
見
分
を
行
っ
た
が
、
ど
ち
ら
の
村
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に
も
「
慥
成
證
拠
」
が
無
く
、
双
方
の
申
し
出
を
以
て
応
じ
沙
汰
を
下
し
難
い
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
貞
享
検
地
の
帳
面
で
は

一
つ
の
村
に
五
か
山
ず
つ
と
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
に
基
づ
き
夏
の
見
分
で
は
山
が
十
四
か
山
あ
っ
た
の
で
七
か
山
ず
つ
仕
分
を
行

っ
た
。
し
か
し
こ
れ
で
は
大
鰐
組
薬
師
堂
村
手
代
の
小
笠
原
弥
左
衛
門
（
13
）

が
持
つ
杉
仕
立
抱
山
が
多
く
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
差

し
引
け
ば
薬
師
堂
村
領
の
山
は
こ
れ
ま
で
の
十
分
の
一
ほ
ど
に
な
り
難
渋
し
て
し
ま
う
。
測
量
方
が
見
分
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
抱

山
を
差
し
除
け
ば
薬
師
堂
村
の
山
数
は
不
足
す
る
と
の
報
告
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
下
情
」
が
上
に
達
し
て
い
な
い
こ
と
を
疑
惑
に

感
じ
る
者
も
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
今
回
は
郡
奉
行
ら
が
自
ら
見
分
を
行
い
、
乳
井
村
・
薬
師
堂
村
両
村
の
全
て
の
山
を
取
り
上

げ
、
小
笠
原
弥
左
衛
門
の
杉
仕
立
抱
山
も
一
度
取
り
上
げ
た
上
で
考
量
の
上
新
た
に
仕
分
を
行
う
と
あ
る
。

こ
の
時
、
藩
が
山
の
引
上
を
行
う
際
に
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
絵
図
が
現
在
弘
前
市
立
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

を
【
図
②
】
に
示
し
て
い
る
。
こ
の
図
に
あ
る
中
央
の
大
き
な
山
は
【
図
①
】
の
地
図
上
に
お
け
る
「
大
館
山
」
で
、
両
村
が
仕

分
を
巡
っ
て
争
っ
た
山
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
14
）
。
ま
た
【
図
②
】
を
見
て
み
る
と
中
央
の
大
き
な
山
に
小
笠
原
弥
左
衛
門
が
杉

仕
立
を
行
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
箇
所
も
何
箇
所
か
確
認
が
取
れ
る
。
引
上
山
の
絵
図
及
び
先
に
示
し
た
「
御
国
日
記
」
か
ら
判
断

す
る
と
、
杉
仕
立
抱
山
と
さ
れ
る
場
所
は
小
笠
原
弥
左
衛
門
個
人
が
所
有
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
薬
師
堂
村
百
姓

た
ち
は
村
の
百
姓
た
ち
が
利
用
で
き
る
山
林
を
要
求
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
文
化
五
年
（
一
八

〇
八
）
六
月
十
五
日
の
強
訴
に
関
係
す
る
人
物
と
し
て
捕
え
ら
れ
た
者
の
中
に
は
小
笠
原
弥
左
衛
門
や
そ
の
親
で
あ
る
弥
太
郎
の

名
前
も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
ま
で
の
経
緯
を
見
て
み
る
と
、
薬
師
堂
村
百
姓
と
大
鰐
組
薬
師
堂
村
手
代
小
笠
原
弥
左
衛
門
は
本
来
対

立
す
る
関
係
に
あ
る
筈
だ
が
、
実
際
は
強
訴
に
関
係
し
て
い
た
人
物
と
し
て
も
弥
左
衛
門
の
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
。
小
笠
原
弥

左
衛
門
の
村
内
で
の
位
置
や
村
の
百
姓
た
ち
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
今
回
明
ら
か
に
出
来
な
か
っ
た
が
、
今
後
も
考
え
て
い
く
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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以
上
、
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
か
ら
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）、
そ
し
て
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
に
か
け
て
の
大
鰐
組
乳

井
村
・
薬
師
堂
村
の
百
姓
た
ち
が
強
訴
に
至
る
背
景
に
あ
る
も
の
を
考
察
し
て
き
た
。
両
村
の
百
姓
た
ち
は
互
い
に
山
の
仕
分
を

巡
っ
て
争
い
続
け
て
お
り
、
そ
れ
が
両
村
の
百
姓
た
ち
を
強
訴
に
起
ち
上
が
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
中
で
は

考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
れ
ま
で
捉
え
ら
れ
て
き
て
い
る
様
な
蝦
夷
警
衛
に
係
る
諸
政
策
の
負
担
に
対
し
て
百
姓
た
ち
が
起
ち
上

が
る
と
い
う
背
景
は
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
中
に
お
い
て
は
確
認
出
来
ず
、
ま
た
蝦
夷
警
衛
の
負
担
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
も
言
え
な
い
。

（
二
）
文
化
五
年
か
ら
文
化
六
年
に
か
け
て
大
鰐
組
薬
師
堂
村
百
姓
た
ち
の
動
き

（
一
）
で
は
大
鰐
組
乳
井
村
・
薬
師
堂
村
が
互
い
に
山
の
仕
分
を
巡
っ
て
対
立
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
見
て
き
た
。
両
村
の
山

を
巡
る
対
立
が
実
際
に
強
訴
へ
と
展
開
し
た
の
は
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
六
月
十
五
日
が
最
初
で
あ
る
。「
御
国
日
記
」
文
化

五
年
六
月
十
五
日
条
に
よ
れ
ば
、
大
鰐
組
薬
師
堂
村
百
姓
三
十
人
が
「
山
仕
分
之
儀
」
に
つ
い
て
の
願
書
を
差
し
出
す
た
め
、
東

長
町
制
札
場
（
15
）

へ
詰
め
か
け
た
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
大
鰐
組
代
官
半
田
忠
左
衛
門
が
差
し
向
け
ら
れ
、
願
書
を
受
け
取
っ

て
い
る
。
六
月
二
十
日
に
は
、
こ
の
強
訴
に
お
い
て
「
山
仕
分
ヶ
高
之
儀
」
に
つ
い
て
の
願
書
を
差
し
出
し
た
七
右
衛
門
、
甚
四

郎
、
勘
兵
衛
と
い
う
百
姓
が
「
頭
取
」
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
三
人
は
詳
し
い
詮
議
を
行
う
た
め
揚
屋
入
と
な
っ
て
い

る
（
16
）
。

さ
ら
に
『
封
内
事
實
秘
苑
』、『
大
平
家
日
記
（
17
）
』
と
い
っ
た
史
料
に
よ
れ
ば
、
翌
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
に
薬
師
堂
村
の
百

姓
た
ち
が
動
き
を
見
せ
て
い
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
『
封
内
事
實
秘
苑
』
に
は
、
大
鰐
組
薬
師
堂
村
の
百
姓
が
「
一
村

相
挙
ケ
」、「
明
白
之
御
裁
許
」
を
受
け
る
べ
く
、
藩
主
下
向
の
際
に
通
行
筋
に
出
て
直
訴
を
行
お
う
と
す
る
動
き
が
見
ら
れ
、
事
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と
次
第
に
よ
っ
て
は
「
他
散
」
に
も
及
ぶ
覚
悟
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
18
）
。
ま
た
、『
大
平
家
日
記
』
に
は

薬
師
堂
村
の
百
姓
た
ち
が
大
勢
入
牢
を
申
し
付
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
、「
一
村
不
残
入

願
」
を
申
し
出
て
中
々
鎮
ま
ら
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
19
）
。

さ
ら
に
、「
御
国
日
記
」
に
よ
れ
ば
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
四
月
十
四
日
か
ら
十
八
日
に
か
け
て
大
鰐
組
乳
井
村
・
薬
師
堂

村
の
山
仕
分
を
行
う
た
め
一
度
引
上
山
と
す
る
べ
く
藩
役
人
た
ち
が
下
る
が
、
そ
の
際
に
薬
師
堂
村
の
百
姓
た
ち
が
騒
ぎ
立
て
、

役
人
が
止
宿
し
て
い
る
村
へ
交
替
で
様
子
を
窺
い
に
来
る
と
い
う
行
為
が
見
ら
れ
る
（
20
）
。

七
月
三
十
日
に
は
今
回
の
東
長
町
制
札
場
強
訴
に
つ
い
て
入
牢
、
揚
屋
入
、
村
預
、
宿
預
と
な
っ
て
い
た
百
姓
た
ち
が
釈
放
さ

れ
る
（
21
）
。
こ
の
時
に
釈
放
さ
れ
た
百
姓
た
ち
の
一
覧
に
つ
い
て
は
【
表
②
】
に
示
し
た
。【
表
②
】
を
見
て
み
る
と
、「
御
国
日

記
」
文
化
五
年
六
月
二
十
日
条
で
「
頭
取
」
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
揚
屋
入
と
な
っ
た
三
人
の
う
ち
「
甚
四
郎
」
は
入
牢
、「
勘

兵
衛
」
と
「
七
右
衛
門
」
は
村
預
・
宿
預
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、『
封
内
事
實
秘
苑
』
に
は
「
同
村
頭
取
大
鰐
組
手
代
弥
太
郎

与
申
者
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
大
鰐
組
薬
師
堂
村
手
代
小
笠
原
弥
左
衛
門
の
親
で
あ
る
小
笠
原
弥
太
郎
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
（
22
）
、

【
表
②
】
に
示
し
た
よ
う
に
大
鰐
組
薬
師
堂
村
手
代
小
笠
原
弥
左
衛
門
と
弥
太
郎
の
二
人
も
強
訴
関
係
者
と
し
て
捕
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
小
笠
原
弥
太
郎
ら
も
今
回
の
頭
取
の
一
人
だ
っ
た
と
し
て
良
い
だ
ろ
う
。

捕
え
ら
れ
た
人
物
の
中
で
注
目
す
べ
き
人
物
が
二
人
い
る
。
一
人
は
大
鰐
組
薬
師
堂
村
山
伏
智
源
で
あ
る
。
智
源
は
「
御
国
日

記
」
文
化
五
年
九
月
十
八
日
条
に
既
に
そ
の
名
前
が
見
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
乳
井
薬
師
堂
村
山
論
に
つ
い
て
諸
役
人
や
寺
院
へ

廻
っ
て
「
内
訴
」
に
及
び
、
村
の
者
へ
弘
前
で
の
評
議
の
様
子
を
伝
え
る
と
い
っ
た
行
為
を
し
た
た
め
、
弘
前
藩
領
内
修
験
司
頭

で
あ
っ
た
大
行
院
へ
預
け
ら
れ
た
上
で
詮
議
中
の
禁
足
を
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
。

も
う
一
人
は
亀
甲
町
泉
屋
忠
兵
衛
と
、
そ
の
息
子
の
彦
太
郎
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
泉
屋
忠
兵
衛
に
つ
い
て
は
薬
師
堂
村
の
者
へ
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加
談
し
、
訴
訟
の
「
腰
押
」
を
行
っ
た
と
い
う
罪
状
が
判
明
す
る
（
23
）
。「
泉
屋
」
は
大
坂
住
友
家
の
屋
号
で
あ
り
、
一
七
世
紀
か

ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
尾
太
銅
山
の
開
発
・
経
営
に
領
内
の
山
師
と
共
に
参
画
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
近
年
の
研
究
で
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
（
24
）
。
先
に
挙
げ
た
【
史
料
①
】
の
『
封
内
事
實
秘
苑
』
に
よ
れ
ば
、
薬
師
堂
村
は
天
明
飢
饉
以
後
、
杉
・
檜
の

仕
立
を
行
っ
た
と
こ
ろ
良
山
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。「
泉
屋
」
が
大
坂
住
友
家
と
関
係
の
あ
る
「
泉
屋
」
で
あ
れ
ば
、
銅
の
精

錬
に
必
要
と
な
る
杉
・
檜
を
巡
っ
て
村
の
者
と
関
係
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
時
期
に
住
友
泉
屋
が
弘
前
藩
領
に
お
い
て
活
動
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
、
ま
た
、
何
故
薬
師
堂
村
の
百
姓
た
ち
に
対
し
て
手
引

き
を
行
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
今
回
調
べ
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

以
上
が
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
か
ら
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
に
か
け
て
の
大
鰐
組
薬
師
堂
村
百
姓
た
ち
の
動
き
で
あ
る
。

大
鰐
組
薬
師
堂
村
の
百
姓
た
ち
は
文
化
五
年
六
月
十
五
日
の
東
長
町
制
札
場
強
訴
以
外
に
も
翌
文
化
六
年
春
に
か
け
て
も
動
い
て

い
た
こ
と
が
史
料
上
か
ら
は
分
か
る
。
そ
の
中
に
お
け
る
大
鰐
組
薬
師
堂
村
の
百
姓
た
ち
の
動
き
は
、
史
料
中
の
「
一
村
相
挙

ケ
」
や
「
一
村
不
残
入

願
」
の
文
言
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
つ
の
村
が
ま
と
ま
っ
て
同
じ
要
求
に
向
け
て
立
ち
向
か
お
う

と
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
薬
師
堂
村
の
百
姓
た
ち
に
と
っ
て
要
求
し
て
い
た
「
山
」
の
存
在

は
、
一
つ
の
村
を
挙
げ
て
行
動
を
起
こ
さ
せ
る
ほ
ど
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
同
時
に
窺
え
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
文
化
九
年
の
大
鰐
組
乳
井
村
百
姓
た
ち
の
動
き

大
鰐
組
薬
師
堂
村
の
百
姓
た
ち
が
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
に
東
長
町
制
札
場
へ
強
訴
に
及
ん
だ
こ
と
を
受
け
て
、
藩
側
も
改

め
て
乳
井
村
と
薬
師
堂
村
の
山
仕
分
の
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
強
訴
発
生
後
一
度
全
て
の
山
を
引
き
上
げ
、
山
奉
行
ら
が
改
め
て

見
分
を
行
っ
た
上
で
甲
乙
の
無
い
よ
う
仕
分
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
（
25
）
。
そ
の
仕
分
が
完
了
し
た
の
が
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
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の
こ
と
で
あ
っ
た
。
三
月
二
日
に
大
鰐
組
乳
井
村
・
薬
師
堂
村
の
山
境
仕
分
が
完
了
し
た
の
で
、
大
鰐
組
手
代
、
両
村
の
庄
屋
・

五
人
組
が
郡
所
へ
呼
び
出
さ
れ
、
代
官
出
席
の
上
で
山
仕
分
の
結
果
が
言
い
渡
さ
れ
た
（
26
）
。

し
か
し
、
今
度
は
乳
井
村
側
が
こ
れ
に
不
満
を
抱
き
、
三
月
二
十
日
に
大
鰐
組
乳
井
村
の
百
姓
た
ち
が
百
人
ほ
ど
弘
前
城
外
東

御
門
へ
と
強
訴
に
及
ん
だ
。
乳
井
村
の
百
姓
た
ち
は
今
回
改
め
て
行
っ
た
山
仕
分
の
件
に
つ
い
て
「
乳
井
村
之
方
損
分
」
で
あ
る

た
め
徒
党
・
強
訴
を
起
こ
し
た
と
し
て
い
る
。
乳
井
村
の
百
姓
た
ち
が
外
東
御
門
へ
詰
め
か
け
た
際
、
御
徒
目
付
が
願
書
を
受
け

取
っ
た
が
、
郡
奉
行
や
代
官
も
後
に
出
向
し
て
い
る
（
27
）
。
三
月
二
十
六
日
、
乳
井
村
へ
唐
牛
甚
右
衛
門
を
始
め
と
す
る
捕
手
が
差

し
向
け
ら
れ
、
頭
取
ら
し
き
百
姓
十
六
名
が
捕
え
ら
れ
た
（
28
）
。

「
御
国
日
記
」
の
九
月
二
十
日
条
に
は
百
姓
た
ち
が
心
得
違
を
し
な
い
様
、
百
姓
た
ち
に
よ
く
申
し
含
め
る
よ
う
に
と
郡
奉
行

へ
の
訓
示
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
大
鰐
組
乳
井
村
・
薬
師
堂
村
の
山
境
の
件
に
つ
い
て
両
村
は
数
年
間
争
い
を
続
け
て
い

た
が
、
今
年
の
春
に
「
慥
に
證
拠
有
之
上
」
で
そ
れ
ぞ
れ
仕
分
を
行
っ
た
。
す
る
と
、
今
年
の
三
月
、
乳
井
村
の
者
た
ち
が
大
勢

徒
党
を
行
い
外
東
御
門
前
へ
詰
め
か
け
、
山
所
願
の
書
付
を
差
し
出
し
た
。
徒
党
強
訴
は
そ
も
そ
も
公
儀
に
て
禁
止
さ
れ
て
い
る

に
も
拘
ら
ず
こ
の
様
な
こ
と
を
起
こ
す
の
は
不
届
き
な
こ
と
で
あ
る
の
で
頭
取
ら
し
き
百
姓
を
捕
え
詮
議
に
及
ぶ
こ
と
に
す
る
。

今
年
の
春
に
改
め
て
山
仕
分
を
行
っ
た
上
で
は
こ
れ
以
上
ど
ん
な
に
押
願
を
さ
れ
て
も
詮
議
は
出
来
な
い
の
に
、
百
姓
た
ち
が
含

違
を
し
て
願
書
を
差
し
出
せ
ば
解
決
を
し
て
く
れ
る
と
考
え
て
い
る
と
聞
い
た
。
こ
れ
以
上
こ
の
様
な
心
得
違
や
押
願
等
に
及
ぶ

者
が
現
れ
た
場
合
は
容
赦
な
く
定
法
の
通
り
厳
し
く
裁
許
を
行
う
の
で
十
分
考
慮
し
た
上
で
こ
の
様
な
事
が
無
い
よ
う
に
郡
奉
行

に
申
し
伝
え
る
と
あ
る
。
一
度
山
の
境
界
が
手
代
、
両
村
の
庄
屋
・
五
人
組
と
代
官
が
出
席
の
上
で
「
慥
に
證
拠
有
之
上
」
で
定

め
ら
れ
た
場
合
は
こ
れ
以
上
の
審
議
は
出
来
な
い
と
い
う
姿
勢
を
藩
側
は
貫
い
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
か
ら
は
分
か
る
。

同
年
の
十
月
二
十
三
日
、
十
一
月
六
日
に
は
乳
井
村
の
百
姓
た
ち
が
強
訴
に
及
ん
だ
理
由
に
つ
い
て
、
藩
役
人
が
大
き
く
関
係
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し
て
い
る
こ
と
が
「
御
国
日
記
」
中
か
ら
窺
え
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
文
化
五
年
に
郡
奉
行
を
勤
め
て
い
た
角
田
弥
六
と
そ
の
倅

六
十
郎
ら
が
、
文
化
五
年
の
強
訴
の
際
に
既
に
役
下
と
い
っ
た
処
罰
を
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
（
29
）

に
も
拘
ら
ず
、
慎
む
こ
と
な
く

乳
井
村
に
対
し
て
「
山
分
押
領
之
内
意
」
を
行
っ
た
た
め
、
今
回
乳
井
村
百
姓
た
ち
が
動
揺
し
、
強
訴
に
及
ん
だ
と
あ
る
。
こ
れ

に
よ
り
角
田
弥
六
は
隠
居
・
他
出
差
留
、
六
十
郎
は
蟄
居
を
言
い
渡
さ
れ
て
お
り
（
30
）
、
ま
た
、
郡
所
物
書
で
あ
っ
た
棟
方
吉
左
衛

門
も
乳
井
村
へ
内
意
を
行
っ
た
と
し
て
御
旗
警
固
に
役
下
を
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
（
31
）
。

『
封
内
事
實
秘
苑
』
に
は
乳
井
村
の
者
た
ち
が
往
古
領
の
山
に
引
き
戻
す
べ
く
「
姦
曲
之
者
共
」
が
賄
賂
を
行
っ
て
い
た
と
い

う
記
述
が
見
ら
れ
（
32
）
、
ま
た
『
大
平
家
日
記
』
に
も
文
化
五
年
の
東
長
町
制
札
場
強
訴
の
段
階
で
郡
奉
行
・
代
官
の
「
横
政
」
が

あ
り
、
賄
賂
を
取
っ
て
い
た
と
あ
る
（
33
）
。『
封
内
事
實
秘
苑
』、『
大
平
家
日
記
』
と
も
、
藩
役
人
と
賄
賂
に
及
ん
で
い
た
と
さ
れ

て
い
る
の
は
乳
井
村
の
百
姓
た
ち
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
乳
井
村
の
百
姓
た
ち
が
藩
役
人
ら
と
内
意
に
及
ん
で
村
領
の

山
に
し
て
も
ら
お
う
と
し
て
い
た
の
に
、
今
回
再
度
山
仕
分
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
乳
井
村
之
方
損
分
」
と
な
っ
た
た
め

乳
井
村
の
百
姓
た
ち
が
強
訴
に
及
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

十
二
月
二
十
六
日
、
外
東
御
門
へ
強
訴
に
及
ん
だ
百
姓
た
ち
へ
の
沙
汰
が
下
っ
て
い
る
。
こ
の
強
訴
に
関
し
て
処
罰
を
言
い
渡

さ
れ
た
百
姓
の
一
覧
は
【
表
③
】
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
大
鰐
組
乳
井
村
兵
助
、
甚
九
郎
を
は
じ
め
と
す
る
十
一
名
の
百
姓
と

一
名
の
郷
士
が
鞭
刑
や
永
牢
と
い
っ
た
刑
に
処
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
大
鰐
組
乳
井
村
百
姓
ら
の
動
き
に
つ
い
て
注
目
す
べ

き
箇
所
が
あ
る
。
例
と
し
て
大
鰐
組
乳
井
村
兵
助
と
甚
九
郎
に
対
し
て
言
い
渡
さ
れ
た
条
を
挙
げ
て
み
る
と
以
下
の
通
り
に
な
っ

て
い
る
。

【
史
料
②
】「
御
国
日
記
」
文
化
九
年
　
十
二
月
二
十
六
日
（
弘
前
市
立
図
書
館
蔵
）
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一
　
於
大
鰐
組
乳
井
村
場
御
徒
目
付
申
渡
之
覚

大
鰐
組
乳
井
村
　
　
兵
助

甚
九
郎

我
共
儀
乳
井
村
薬
師
堂
両
村
山
分
ヶ
之
儀
ニ

付
年
来
御
取
扱
ニ

相
成
、
当
三
月
御
仕
分
相
済
候
処
、
村
中
之
者
共
徒
黨

之
上
御
門
外
江

相
詰
及
強
訴
候
ニ

付
、
頭
取
之
者
御
僉
議
之
処
村
中
一
統
申
合
ニ

付
頭
取
は
無
之
書
付
差
出
候
者
は
我

共
両
人
に
相
違
無
之
旨
及
白
状
ニ

候
、
然
者
徒
黨
強
訴
御
制
禁
之
儀
上
を
却
し
願
済
ニ

可
致
段
取
揚
ニ

て
不
届
之
者
共
ニ

付
鞭
刑
二
十
一
鞭
被
行
三
里
四
方
追
放
被
仰
付
之
、

（
傍
線
部
筆
者
註
。）

傍
線
部
で
示
し
た
よ
う
に
、「
村
中
一
統
申
合
ニ

付
頭
取
は
無
之
書
付
」
を
差
し
出
し
た
と
い
う
こ
と
が
兵
助
と
甚
九
郎
の
罪
状

と
な
っ
て
い
る
。
兵
助
と
甚
九
郎
以
外
の
百
姓
た
ち
も
同
日
「
頭
取
御
僉
議
之
処
」、「
村
中
一
統
申
合
ニ

付
頭
取
は
無
之
、
其
節

之
願
書
」
を
認
め
た
こ
と
が
罪
状
と
な
っ
て
刑
が
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
百
姓
一
揆
に
お
け
る
百
姓
た
ち
の
行
動
を

考
え
る
上
で
重
要
な
点
で
あ
る
と
考
え
る
。
保
坂
智
氏
は
一
揆
を
結
ぶ
前
提
と
し
て
の
徒
党
に
お
い
て
、
一
揆
衆
の
連
帯
性
と
平

等
性
を
示
す
言
葉
と
し
て
「
頭
取
等
之
儀
壱
人
も
無
之
」
と
い
う
文
言
を
挙
げ
て
お
り
、「
一
列
」
と
表
現
さ
れ
る
と
も
し
て
い

る
（
34
）
。
今
回
の
大
鰐
組
乳
井
村
の
百
姓
た
ち
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、「
村
中
一
統
」
と
い
う
言
葉
が
正
し
く

そ
れ
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
文
言
か
ら
は
薬
師
堂
村
の
百
姓
た
ち
以
上
に
一
つ
の
村
が
ま
と
ま
っ
て
同
じ
要

求
に
向
け
て
立
ち
向
か
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
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小
括

本
章
で
は
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
か
ら
六
年
（
一
八
〇
九
）、
そ
し
て
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
に
か
け
て
発
生
し
た
大
鰐

組
乳
井
村
・
薬
師
堂
村
の
山
論
が
強
訴
へ
と
展
開
し
た
事
例
を
扱
っ
て
い
っ
た
。
大
鰐
組
薬
師
堂
村
百
姓
た
ち
の
東
長
町
制
札
場

強
訴
を
始
め
と
す
る
動
き
、
そ
し
て
大
鰐
組
乳
井
村
の
百
姓
た
ち
の
弘
前
城
外
東
御
門
へ
の
強
訴
は
、
い
ず
れ
も
一
つ
の
要
求
に

向
け
て
互
い
の
村
が
一
つ
に
ま
と
ま
っ
て
行
動
を
起
こ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
史
料
中
か
ら
は
分
か
る
。

こ
の
点
に
お
い
て
、
大
鰐
組
乳
井
村
・
薬
師
堂
村
百
姓
た
ち
の
行
動
は
い
ず
れ
も
「
一
統
」
と
言
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
そ
れ
ら
は
蝦
夷
警
衛
に
係
る
諸
政
策
に
よ
る
負
担
が
原
因
と
な
っ
て
促
さ
れ
た
「
一
統
」
で
は
な
く
、
村
の
百
姓
が
利
用
出

来
る
山
林
を
巡
っ
て
互
い
に
争
っ
て
き
た
こ
と
が
背
景
と
な
っ
て
、
そ
の
仕
分
を
要
求
し
て
促
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
両

村
の
百
姓
が
要
求
し
て
い
た
「
山
」
の
存
在
が
い
か
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

元
来
弘
前
藩
領
の
山
林
は
藩
が
直
轄
で
保
護
・
管
理
を
行
っ
て
き
て
お
り
、
御
本
山
（
藩
が
直
轄
で
管
理
を
行
う
山
林
）
の
う

ち
藩
領
民
が
入
山
し
て
木
の
伐
採
等
が
可
能
で
あ
っ
た
「
明
山
」
に
は
村
境
等
は
設
定
さ
れ
て
お
ら
ず
（
35
）
、
野
山
が
遠
い
村
々
に

は
藩
領
民
の
入
山
及
び
木
の
伐
採
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
留
山
で
あ
っ
て
も
薪
や
柴
の
刈
取
が
許
可
さ
れ
て
い
た
（
36
）
。
し
か
し
、
時

代
が
下
る
に
つ
れ
て
藩
領
の
山
林
の
保
護
・
管
理
の
権
限
が
山
下
村
、
個
人
へ
「
見
継
山
」
や
「
抱
山
」
と
い
う
形
で
移
る
よ
う

に
な
り
、
こ
れ
に
伴
い
山
林
に
対
し
て
「
村
領
」
や
「
境
界
」
の
意
識
が
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
寛
政
年

間
の
弘
前
藩
で
は
山
林
取
締
り
の
強
化
と
藩
領
内
山
林
を
山
下
村
の
「
惣
見
継
」
に
す
る
方
針
が
出
さ
れ
て
お
り
（
37
）
、
管
見
の
限

り
寛
政
年
間
以
降
、
山
林
の
境
界
を
巡
っ
て
村
同
士
の
争
い
が
増
加
し
始
め
て
い
る
。

乳
井
村
・
薬
師
堂
村
の
山
を
巡
っ
て
の
争
い
は
そ
れ
ら
と
大
い
に
関
係
し
て
発
生
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
藩

領
百
姓
の
山
林
利
用
の
あ
り
方
や
藩
に
よ
る
山
林
取
締
の
展
開
が
蝦
夷
警
衛
に
係
る
諸
政
策
と
繋
が
る
も
の
で
あ
る
と
明
確
に
出
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来
な
い
以
上
、
蝦
夷
警
衛
の
負
担
を
背
景
と
し
て
文
化
年
間
の
弘
前
藩
領
百
姓
た
ち
が
起
ち
上
が
っ
た
と
一
括
り
に
捉
え
る
こ
と

は
出
来
ず
、
当
該
期
の
蝦
夷
警
衛
を
背
景
と
し
た
百
姓
の
「
一
統
」
の
行
動
論
理
の
説
明
も
出
来
な
い
と
考
え
る
。

第
二
章
　
文
化
八
年
八
月
十
八
日
「
居
土
山
柴
草
刈
取
事
件
（
38
）
」

本
章
で
は
【
表
①
】
の
う
ち
、
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
八
月
十
八
日
に
発
生
し
た
「
居
土
山
柴
草
刈
取
事
件
」
を
扱
い
、
こ

の
騒
動
が
ど
の
よ
う
な
背
景
の
下
で
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
ま
た
そ
の
中
で
百
姓
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
の
か
を

可
能
な
限
り
見
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
尚
、
騒
動
に
関
係
す
る
村
や
場
所
の
現
在
の
位
置
に
つ
い
て
は
【
図
③
】
に
示
し

た
の
で
適
宜
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
一
）「
居
土
山
柴
草
刈
取
事
件
」
の
経
緯

ま
ず
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
八
月
十
八
日
に
発
生
し
た
「
居
土
山
柴
草
刈
取
事
件
」
が
ど
の
様
な
騒
動
な
の
か
、
そ
の
経
緯

を
確
認
し
て
い
き
た
い
。『
大
平
家
日
記
』
や
『
封
内
事
實
秘
苑
』
と
い
っ
た
史
料
に
は
「
居
土
山
柴
草
刈
取
事
件
」
の
概
要
が

記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
百
姓
た
ち
が
行
動
を
起
こ
す
原
因
及
び
百
姓
た
ち
の
具
体
的
な
行
動
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
大
鰐
・
尾
崎
・
大
光
寺
組
の
百
姓
た
ち
は
居
土
村
領
（
39
）

の
見
継
山
の
う
ち
、
一
部
を
「
草
苅
山
」

と
し
て
願
い
出
て
い
た
。
郡
奉
行
野
呂
助
左
衛
門
は
こ
の
件
が
郡
奉
行
の
扱
い
で
良
い
か
ど
う
か
と
い
う
相
談
を
山
奉
行
に
対
し

て
書
付
を
以
て
行
い
、
山
方
か
ら
は
郡
奉
行
の
扱
い
で
あ
る
と
い
う
旨
の
申
出
が
紙
面
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
。
郡
奉
行
野
呂
助
左

衛
門
は
山
奉
行
か
ら
の
返
答
の
紙
面
を
以
て
「
済
口
」
と
為
し
、
代
官
た
ち
に
対
し
居
土
村
領
の
山
を
明
山
に
し
、
そ
の
こ
と
を
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三
組
の
百
姓
た
ち
に
伝
え
る
よ
う
命
じ
た
。
し
か
し
こ
の
時
、
山
奉
行
ら
に
は
何
も
伝
達
さ
れ
ず
、
居
土
村
に
い
る
山
役
人
た
ち

は
引
き
上
げ
て
い
な
か
っ
た
。
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
七
月
二
十
九
日
、
三
組
の
百
姓
た
ち
が
居
土
村
領
の
山
へ
草
を
刈
り
に

行
っ
た
と
こ
ろ
、
居
土
村
の
者
た
ち
に
咎
め
ら
れ
大
争
論
と
な
っ
た
。
三
組
の
百
姓
た
ち
は
廻
文
を
以
て
集
ま
り
、
山
役
人
を
襲

撃
し
た
後
宿
川
原
の
代
官
所
に
詰
め
か
け
乱
暴
を
働
い
た
。
さ
ら
に
弘
前
城
下
ま
で
「
御
直
訴
」
す
る
べ
く
七
、
八
百
人
の
百
姓

が
向
か
お
う
と
す
る
も
、
途
中
の
取
上
村
ま
で
行
っ
た
所
で
空
腹
と
な
り
、
さ
ら
に
俄
雨
に
遭
遇
し
弘
前
城
下
へ
の
直
訴
を
断
念

し
た
と
い
う
事
が
記
さ
れ
て
い
る
（
40
）
。

「
居
土
山
柴
草
刈
取
事
件
」
に
関
す
る
記
述
は
「
御
国
日
記
」
上
に
も
見
ら
れ
る
が
、「
御
国
日
記
」
に
こ
れ
ら
騒
動
に
関
係
す

る
記
述
が
登
場
す
る
の
は
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
八
月
二
十
日
条
が
最
初
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
八
月
十
八
日
に
大
鰐
・
尾

崎
・
大
光
寺
組
の
三
組
の
百
姓
の
う
ち
、
十
六
か
村
（
41
）

の
百
姓
た
ち
が
五
百
人
程
代
官
所
へ
詰
め
か
け
て
騒
ぎ
を
起
こ
し
た
と

あ
り
、「
山
所
願
」
を
行
う
た
め
百
姓
た
ち
は
詰
め
か
け
た
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、「
御
国
日
記
」
の
文
化
八
年
十
一
月
三
日
条
に
は
今
回
の
騒
動
に
つ
い
て
、
郡
奉
行
を
は
じ
め
と
す
る
藩
側
の
役
人
た

ち
が
処
罰
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
に
も
百
姓
た
ち
が
行
動
を
起
こ
す
原
因
が
窺
え
る
箇
所
が
あ
る
。

【
史
料
③
】「
御
国
日
記
」
文
化
八
年
　
十
一
月
三
日
条

（
青
木
虹
二
編
『
編
年
百
姓
一
揆
史
料
集
成
』
第
八
巻
　
三
一
書
房
　
一
九
八
一
年
　
五
二
〇
頁
所
収
）

一
　
於
山
屋
長
太
夫
宅
申
渡
之
覚

野
呂
助
左
衛
門
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其
方
儀
、
①
大
鰐
、
尾
崎
、
大
光
寺
三
ヶ
組
之
内
十
六
ヶ
村
之
者
共
、
柴
草
刈
取
場
所
無
之
難
儀
に
付
、
三
ッ
目
内

村
領
明
山
願
申
出
之
節
、
②
芦
之
沢
明
山
申
付
候
儀
、
三
役
方
見
分
伺
之
上
明
キ
山
可
申
付
候
処
、
相
談
紙
面
返
事

済
口
と
心
得
軽
忽
ニ
開
山
申
付
、
村
方
之
者
と
も
狼
藉
に
及
ひ
御
取
扱
ニ
相
成
候
儀
、
含
違
之
扱
と
は
乍
申
、
③

常
々
同
役
不
和
合
熟
談
無
之
処
よ
り
事
起
り
、
既
に
先
年
乳
井
、
薬
師
堂
山
論
之
儀
ニ
付
退
役
被
仰
付
、
間
も
な
く

再
役
も
被
仰
付
候
ニ
付
、
万
端
心
を
入
可
相
勤
所
、
御
政
道
筋
蔑
始
ニ
心
得
重
々
不
届
至
極
ニ
付
、
急
度
可
被
仰
付

候
得
共
、
以
御
憐
愍
知
行
之
内
三
十
石
な
ら
ひ
御
役
料
共
被
召
上
、
御
留
守
居
組
へ
役
下
被
仰
付
之
、

（
傍
線
部
、
番
号
筆
者
註
。）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
①
大
鰐
・
尾
崎
・
大
光
寺
組
の
百
姓
た
ち
は
柴
草
の
刈
取
場
所
が
無
く
「
難
儀
」
し
て
お
り
、
三
ッ
目
内
村

領
の
「
明
山
」
を
願
い
出
た
。
②
こ
の
件
に
関
し
て
「
芦
之
沢
明
山
」
を
見
分
し
た
上
で
申
し
付
け
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
相

談
・
紙
面
の
み
で
「
明
山
」
を
申
し
付
け
、
そ
の
結
果
村
の
者
た
ち
が
狼
藉
に
及
ん
だ
。
③
今
回
の
事
件
は
「
同
役
不
和
合
熟
談

無
之
」
が
原
因
で
発
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
既
に
先
年
の
乳
井
村
・
薬
師
堂
村
の
山
論
に
お
い
て
も
一
度
退
役
と
な
り
、
今
回
再

役
を
言
い
渡
さ
れ
て
心
を
入
れ
て
勤
め
る
べ
き
と
こ
ろ
な
の
に
不
届
き
で
あ
る
た
め
郡
奉
行
野
呂
助
左
衛
門
の
知
行
三
十
石
を
召

し
上
げ
、
留
守
居
組
へ
役
下
げ
に
す
る
と
あ
る
。
ま
た
、「
御
国
日
記
」
の
同
年
十
二
月
二
十
四
日
条
に
は
大
鰐
組
手
代
原
子
藤

次
郎
、
山
口
彦
作
、
斎
藤
作
蔵
の
三
名
が
五
日
間
の
戸
〆
を
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
「
明

山
」
の
件
に
関
し
て
「
御
山
証
文
」
を
引
き
上
げ
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
含
違
で
そ
の
旨
を
三
ッ
目
内
村
の
庄
屋
へ
伝
達

し
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

同
年
十
二
月
二
十
四
日
に
は
八
月
十
八
日
に
発
生
し
た
こ
れ
ら
騒
動
に
関
係
す
る
百
姓
た
ち
の
多
く
が
処
罰
さ
れ
て
い
る
（
42
）
。
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処
罰
さ
れ
た
百
姓
の
一
覧
は
【
表
④
】
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
時
処
罰
が
言
い
渡
さ
れ
た
十
四
名
の
百
姓
は
主
に
山
役

人
に
対
し
て
実
際
に
乱
暴
を
働
い
た
者
た
ち
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
尾
崎
組
大
坊
村
の
権
太
は
「
山
役
人
手
籠
」
の
頭
取

と
し
て
処
罰
さ
れ
て
お
り
、
他
に
も
尾
崎
組
小
杉
村
仮
子
兼
や
尾
崎
組
柏
木
町
村
清
蔵
に
対
す
る
刑
の
言
い
渡
し
を
見
て
み
る

と
、
百
姓
た
ち
が
こ
の
騒
動
中
に
お
い
て
山
役
人
ら
に
対
し
て
「
及
打
擲
大
小
等
奪
取
」
る
行
為
や
「
刀
奪
取
」
と
い
っ
た
行
為

を
行
う
な
ど
、『
大
平
家
日
記
』
や
『
封
内
事
實
秘
苑
』
に
あ
る
よ
う
な
乱
暴
な
行
為
が
実
際
に
発
生
し
て
い
る
こ
と
も
判
明
す

る
。

（
二
）「
居
土
山
柴
草
刈
取
事
件
」
の
背
景
と
百
姓
た
ち
の
行
動

（
一
）
に
お
い
て
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
八
月
十
八
日
に
発
生
し
た
「
居
土
山
柴
草
刈
取
事
件
」
の
大
ま
か
な
経
緯
を
確
認

し
て
き
た
。
そ
れ
に
基
づ
き
、
こ
こ
で
は
騒
動
の
背
景
及
び
百
姓
た
ち
の
行
動
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
こ
の
騒
動
の
背
景
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
今
回
の
騒
動
の
要
因
は
山
の
取
扱
に
お
け
る
郡
奉
行
ら
藩
側
の
役
人
の
落
度

に
因
る
も
の
が
非
常
に
大
き
い
。
前
章
に
お
い
て
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
か
ら
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）、
そ
し
て
文
化
九
年

（
一
八
一
二
）
に
か
け
て
発
生
し
た
大
鰐
組
乳
井
村
・
薬
師
堂
村
の
山
論
が
強
訴
に
展
開
す
る
事
例
を
見
て
き
た
が
、
そ
の
中
に

お
い
て
郡
奉
行
で
あ
っ
た
野
呂
助
左
衛
門
と
角
田
弥
六
の
二
人
は
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
の
大
鰐
組
薬
師
堂
村
百
姓
が
東
長
町

制
札
場
へ
強
訴
を
行
っ
た
後
、「
同
役
不
和
合
ニ

而
諸
事
熟
談
無
之
」
が
原
因
で
処
罰
さ
れ
て
い
る
（
43
）
。
今
回
の
騒
動
に
関
し
て

も
、
再
び
郡
奉
行
と
な
っ
た
野
呂
助
左
衛
門
が
相
談
・
紙
面
の
み
で
正
式
な
手
続
き
を
踏
ま
ず
に
百
姓
た
ち
に
「
明
山
」
を
申
し

付
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
や
「
同
役
不
和
合
熟
談
無
之
」
が
原
因
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
野
呂
助
左
衛
門
に
対
す
る
処
罰
が
言
い
渡

さ
れ
た
「
御
国
日
記
」
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
十
一
月
三
日
条
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
野
呂
助
左
衛
門
は
乳
井
村
・
薬
師
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堂
村
の
山
論
で
処
罰
さ
れ
、
再
役
を
仰
せ
付
け
ら
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
再
び
同
じ
よ
う
な
理
由
で
処
罰
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。さ

ら
に
藩
が
直
轄
す
る
御
本
山
を
、
留
山
と
す
る
か
明
山
と
す
る
か
と
い
う
判
断
は
、
郡
奉
行
の
単
独
で
行
え
る
も
の
で
は
な

い
。『
大
平
家
日
記
』
の
こ
の
騒
動
に
関
す
る
項
目
に
よ
れ
ば
、
明
山
と
す
る
場
合
は
ま
ず
郡
奉
行
と
山
奉
行
両
者
の
沙
汰
書
を

以
て
明
山
に
す
る
旨
を
申
し
上
げ
、
そ
れ
を
勘
定
奉
行
へ
送
り
、
支
障
が
な
い
と
さ
れ
た
場
合
御
用
所
か
ら
郡
・
山
の
両
奉
行
へ

正
式
な
沙
汰
書
と
し
て
済
口
と
な
る
と
し
て
お
り
、
そ
れ
を
古
く
か
ら
の
「
御
例
」
で
あ
る
と
も
し
て
い
る
（
44
）
。
ま
た
、
こ
の
様

な
願
出
が
百
姓
か
ら
郡
奉
行
や
代
官
へ
出
さ
れ
た
場
合
、
山
方
役
人
ら
に
よ
っ
て
実
地
見
分
が
行
わ
れ
、
見
継
担
当
の
村
に
対
し

て
も
支
障
が
無
い
か
確
認
を
取
っ
た
上
で
、
使
用
の
許
可
を
出
す
の
が
通
常
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
45
）
。

（
一
）
で
確
認
し
て
き
た
経
緯
で
は
大
鰐
・
尾
崎
・
大
光
寺
組
の
百
姓
た
ち
は
最
初
に
柴
草
刈
取
の
た
め
の
「
明
山
」
を
要
求

し
て
お
り
、
郡
奉
行
で
あ
っ
た
野
呂
助
左
衛
門
は
「
三
ッ
目
内
村
領
」
の
「
芦
之
沢
」
を
明
山
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か

し
、
そ
れ
は
実
地
見
分
も
な
い
ま
ま
郡
奉
行
単
独
で
沙
汰
が
下
さ
れ
て
い
た
り
、
三
ッ
目
内
村
の
庄
屋
か
ら
「
御
山
証
文
」
を
引

き
上
げ
て
い
な
か
っ
た
り
と
、
藩
側
に
よ
る
正
し
い
手
続
き
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
史
料
か
ら
は
明

ら
か
で
あ
る
。
今
回
の
騒
動
は
こ
う
し
た
郡
奉
行
ら
の
扱
落
に
よ
っ
て
百
姓
た
ち
の
願
出
が
実
現
し
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
三

組
の
百
姓
た
ち
が
憤
慨
し
、
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
百
姓
た
ち
の
行
動
に
つ
い
て
も
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
こ
と
を
問
題
と
す
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
文
化
年
間
の
弘
前

藩
領
百
姓
の
動
き
が
一
括
り
に
「
強
訴
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
り
、「
居
土
山
柴
草
刈
取
事
件
」
も
こ
れ
ま
で
「
強
訴
」

と
捉
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
（
46
）
。
し
か
し
、
こ
の
騒
動
に
お
け
る
百
姓
た
ち
の
動
き
は
三
組
の
百
姓
た
ち
が
「
廻
文
」
を
介

し
て
集
ま
り
、
村
々
が
連
合
し
た
上
で
ま
ず
山
役
人
を
襲
撃
、
そ
の
後
宿
川
原
の
代
官
役
所
へ
「
山
所
願
之
儀
に
付
」
詰
め
か
け
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て
い
る
も
の
の
、
代
官
を
「
大
な
ぶ
り
」、「
侮
弄
」
し
た
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
弘
前
へ
向
か
い
「
御
直
訴
」
を
行
お
う
と
し
て

い
る
が
、
結
局
空
腹
と
俄
雨
に
遭
遇
し
訴
願
行
為
は
実
現
し
て
い
な
い
。「
強
訴
」
と
い
う
文
言
は
「
領
主
・
地
頭
、
城
下
・
陣

屋
、
又
は
門
前
え
大
勢
相
集
り
、
訴
訟
致
し
候
儀
（
47
）
」
と
い
う
状
況
の
闘
争
形
態
を
指
す
の
が
、
一
般
的
な
使
用
方
法
で
あ
っ
た

と
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
騒
動
に
お
い
て
、
百
姓
た
ち
の
「
徒
党
」
と
考
え
ら
れ
る
行
為
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
願
書
を
領
主
や

代
官
へ
差
し
出
す
と
い
っ
た
訴
願
行
為
が
成
立
し
て
い
な
い
以
上
、
こ
の
騒
動
を
「
強
訴
」
と
扱
う
こ
と
は
出
来
な
い
と
考
え

る
。そ

も
そ
も
「
百
姓
一
揆
」
と
い
っ
た
行
為
は
「
徒
党
」
の
上
で
「
強
訴
」
或
い
は
「
逃
散
」
で
あ
る
こ
と
が
前
提
（
48
）

と
さ
れ

て
い
る
が
、
暴
力
が
主
体
と
な
る
運
動
で
は
な
い
こ
と
が
近
年
の
研
究
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
49
）
。
ま
た
、
一
揆
に
付
随
す
る
打

ち
こ
わ
し
と
い
っ
た
暴
力
が
発
動
さ
れ
る
行
為
も
、
盗
み
や
放
火
は
厳
禁
と
さ
れ
る
な
ど
一
定
の
規
律
を
持
っ
た
行
動
で
あ
り
、

対
人
暴
力
を
、
特
に
領
主
側
に
対
し
て
行
使
す
る
こ
と
は
有
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
50
）
。
こ
の
騒
動
で
は
、

迴
文
を
介
し
て
三
組
の
百
姓
た
ち
に
よ
る
「
徒
党
」
ら
し
き
行
為
が
見
ら
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
最
初
に
代
官
所
や
城
下
へ
の
「
強

訴
」
が
行
わ
れ
ず
に
山
役
人
や
代
官
へ
の
暴
力
が
発
動
さ
れ
て
い
る
。

【
表
④
】
を
見
て
み
る
と
十
二
月
二
十
四
日
に
処
罰
さ
れ
た
百
姓
は
「
仮
子
」（
上
層
農
に
組
み
込
ま
れ
、
賃
稼
ぎ
を
目
的
と
し

た
農
業
労
働
従
事
者
（
51
）
）
が
含
ま
れ
て
い
る
等
、
少
な
く
と
も
村
役
人
層
の
人
物
は
見
ら
れ
な
い
。
実
際
に
徒
党
を
組
織
し
て
い

た
頭
取
は
後
述
す
る
よ
う
に
「
石
郷
村
庄
屋
兵
助
」
を
は
じ
め
村
役
人
層
の
人
物
た
ち
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か

ら
、
徒
党
を
組
織
し
た
頭
取
で
あ
る
村
役
人
た
ち
が
百
姓
の
行
動
を
抑
え
ら
れ
ず
に
暴
力
が
発
動
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
行
動
も
三
組
の
百
姓
た
ち
に
よ
る
「
明
山
」
の
要
求
の
中
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
附
言
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
大
鰐
、
尾
崎
、
大
光
寺
三
組
の
百
姓
た
ち
に
と
っ
て
「
山
」
が
生
業
に
不
可
欠
な
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存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

小
括

本
章
で
は
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
八
月
十
八
日
発
生
の
「
居
土
山
柴
草
刈
取
事
件
」
に
つ
い
て
、
そ
の
背
景
と
経
緯
、
百
姓

た
ち
の
行
動
に
つ
い
て
扱
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
騒
動
は
百
姓
た
ち
が
柴
草
を
刈
り
取
る
た
め
の
「
明
山
」
を
要
求
し
て
い
た
に
も

拘
ら
ず
、
藩
側
が
そ
の
要
求
に
応
え
る
行
為
を
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
三
組
の
百
姓
た
ち
が
起
ち
上
が
る
要
因
を
見
出
す
こ
と

が
出
来
る
。
三
組
の
百
姓
た
ち
が
柴
草
刈
取
の
た
め
の
山
を
要
求
し
て
廻
文
を
以
て
集
ま
り
行
動
を
起
こ
す
と
い
う
点
に
お
い

て
、
三
組
の
百
姓
た
ち
の
行
動
も
「
一
統
」
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
や
は
り
そ
れ
は
蝦
夷
警
衛
に
係

る
諸
政
策
に
対
す
る
負
担
に
対
し
て
起
ち
上
が
っ
た
も
の
で
あ
る
と
は
言
い
難
く
、
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
の
〝
民
次
郎
一

揆
〞
に
お
け
る
行
動
論
理
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

弘
前
藩
領
に
お
い
て
は
複
数
の
村
や
組
が
一
つ
の
山
か
ら
生
活
資
源
を
得
て
い
る
他
の
例
も
見
ら
れ
、
山
林
取
締
り
強
化
が
行

わ
れ
る
寛
政
期
以
後
、
そ
れ
ら
の
境
界
を
明
確
に
仕
分
け
る
事
例
も
見
ら
れ
る
（
52
）
。
百
姓
た
ち
が
徒
党
・
強
訴
・
逃
散
と
い
っ
た

行
為
に
及
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、「
百
姓
成
立
」、「
百
姓
相
続
」
が
共
通
認
識
と
し
て
起
こ
っ
て
い
る
（
53
）

筈
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
場

所
か
ら
生
活
資
源
が
、
し
か
も
藩
側
の
扱
落
に
よ
っ
て
得
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
事
態
に
直
面
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
村
や
組
が
徒

党
を
組
み
、
強
訴
へ
展
開
す
る
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

今
回
の
騒
動
に
お
い
て
も
、
大
鰐
・
尾
崎
・
大
光
寺
組
の
百
姓
た
ち
は
柴
草
を
刈
り
取
る
た
め
の
「
明
山
」
を
要
求
し
て
い

た
。
し
か
し
、
百
姓
た
ち
が
藩
側
に
願
出
を
行
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
藩
の
役
人
た
ち
は
そ
れ
に
応
え
る
行
為
を
し
て
い
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
百
姓
た
ち
に
と
っ
て
自
分
た
ち
の
生
業
を
脅
か
す
と
捉
え
ら
れ
か
ね
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
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だ
ろ
う
か
。
し
か
も
そ
れ
は
一
つ
の
村
、
組
の
み
の
問
題
で
は
無
く
、
大
鰐
・
尾
崎
・
大
光
寺
三
組
が
生
業
に
必
要
な
資
源
を
得

て
い
る
山
で
あ
っ
た
た
め
に
徒
党
が
広
い
範
囲
に
及
ぶ
と
い
う
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

第
三
章
　
義
民
〝
原
田
村
伝
兵
衛
〞

前
章
で
扱
っ
た
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
八
月
十
八
日
発
生
の
「
居
土
山
柴
草
刈
取
事
件
」
の
中
で
、
近
代
以
降
義
民
と
し
て

顕
彰
さ
れ
る
「
原
田
村
伝
兵
衛
」
と
い
う
人
物
が
確
認
出
来
る
。「
は
じ
め
に
」
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）

九
月
二
十
八
日
に
発
生
し
た
弘
前
藩
領
四
組
の
百
姓
ら
に
よ
る
強
訴
に
お
い
て
、
そ
の
頭
取
と
し
て
唯
一
斬
罪
と
さ
れ
た
高
杉
組

鬼
沢
村
代
庄
屋
「
民
次
郎
」
は
、
全
国
的
に
義
民
顕
彰
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
自
由
民
権
運
動
期
に
顕
彰
計
画
が
な
さ
れ
、
具

体
的
な
顕
彰
は
大
正
期
か
ら
戦
後
に
か
け
て
行
わ
れ
、「
津
軽
の
佐
倉
惣
五
郎
」
と
呼
ば
れ
る
ま
で
に
な
る
（
54
）
。
し
か
し
、
そ
れ

と
比
較
す
る
と
義
民
と
し
て
の
〝
原
田
村
伝
兵
衛
〞
の
名
前
は
殆
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
に
お
い
て
「
原
田
村
伝
兵
衛
」
が
義
民
と
し
て
顕
彰
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
出
来
る
に
も
拘
ら
ず
、

義
民
〝
藤
田
民
次
郎
〞
及
び
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
の
強
訴
の
一
例
だ
け
を
以
て
、
文
化
年
間
の
弘
前
藩
領
百
姓
た
ち
の
動
き

が
一
括
り
に
説
明
さ
れ
て
き
た
点
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
本
章
で
は
、
近
代
以
降
の
〝
原
田
村
伝
兵

衛
〞
の
顕
彰
ま
で
含
め
て
扱
っ
て
い
く
。

（
一
）
騒
動
内
に
お
け
る
「
原
田
村
伝
兵
衛
」
の
役
割
、
行
動

後
世
義
民
と
し
て
顕
彰
さ
れ
る
「
原
田
村
伝
兵
衛
」
は
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
八
月
十
八
日
に
発
生
し
た
「
居
土
山
柴
草
刈
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取
事
件
」
に
お
い
て
登
場
す
る
が
、
騒
動
の
過
程
の
中
で
「
原
田
村
伝
兵
衛
」
が
ど
の
様
な
行
動
を
取
っ
て
い
た
か
最
初
に
確
認

を
し
て
お
き
た
い
。

前
章
の
【
表
④
】
で
示
し
た
よ
う
に
、
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
十
二
月
二
十
四
日
に
は
こ
れ
ら
騒
動
に
関
係
す
る
百
姓
の
う

ち
、
主
に
山
役
人
に
対
し
て
乱
暴
を
働
い
た
百
姓
た
ち
が
処
罰
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
原
田
村
伝
兵
衛
」
の
名
前
は
十
二
月

二
十
四
日
の
処
罰
さ
れ
た
百
姓
の
中
に
は
見
ら
れ
な
い
。「
原
田
村
伝
兵
衛
」
が
最
初
に
史
料
上
に
登
場
す
る
の
は
文
化
八
年

（
一
八
一
一
）
十
月
二
十
六
日
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
原
田
村
伝
兵
衛
」
と
廻
文
を
村
々
へ
差
し
出
し
た
張
本
人
で
あ
る

「
石
郷
村
庄
屋
兵
助
」
の
二
人
を
詮
議
す
る
た
め
藩
が
呼
び
上
げ
た
と
こ
ろ
、
二
人
が
逃
亡
し
て
い
た
た
め
人
相
書
が
発
行
さ
れ

た
と
し
て
い
る
（
55
）
。「
原
田
村
伝
兵
衛
」
は
こ
の
中
で
廻
文
の
筆
者
と
し
て
そ
の
名
前
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

史
料
上
に
こ
の
二
人
が
再
び
現
れ
る
の
は
翌
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
の
二
月
五
日
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
石
郷

村
兵
助
と
原
田
村
伝
兵
衛
の
二
人
が
菩
提
寺
で
あ
る
盛
雲
院
と
川
竜
院
に
駆
込
ん
で
助
命
を
願
う
書
付
を
渡
し
た
が
、
藩
側
は
こ

の
事
が
「
御
政
道
筋
」
で
あ
り
、
石
郷
村
兵
助
と
原
田
村
伝
兵
衛
は
「
重
罪
状
」
の
者
で
も
あ
る
の
で
、
町
同
心
を
向
か
わ
せ
二

人
を
入
牢
さ
せ
る
旨
を
寺
社
奉
行
・
四
奉
行
へ
と
通
達
し
て
い
る
（
56
）
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
石
郷
村
兵
助
が
「
村
方
江

廻
文
差
出

候
頭
取
」
で
あ
り
、
そ
の
廻
文
の
「
筆
者
」
と
し
て
原
田
村
伝
兵
衛
の
名
前
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
二
人
は
廻
文
を
使
っ
て
大

鰐
、
尾
崎
、
大
光
寺
三
組
の
百
姓
及
び
村
々
の
結
合
を
促
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
は
一
揆
の
前
提
と
な
る
「
徒
党
」
を
と
り
ま

と
め
た
人
物
で
あ
り
、
実
質
的
な
「
頭
取
」
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

こ
の
二
人
の
う
ち
、
最
初
に
詮
議
が
終
了
し
、
刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
の
が
「
原
田
村
伝
兵
衛
」
で
あ
っ
た
。
伝
兵
衛
は
「
御
国

日
記
」
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
七
月
三
日
条
に
よ
れ
ば
、
廻
文
を
石
郷
村
庄
屋
兵
助
、
原
田
村
庄
屋
助
之
丞
と
申
し
合
わ
せ
て

差
し
出
し
、
そ
の
事
を
詮
議
し
て
い
た
と
こ
ろ
出
奔
し
、
菩
提
寺
で
あ
る
川
竜
院
へ
駆
込
ん
で
弟
子
入
り
を
願
う
旨
を
申
し
出
た
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と
い
う
罪
状
に
よ
り
、
鞭
刑
三
十
と
十
里
四
方
追
放
を
言
い
渡
さ
れ
た
。
尚
、【
表
④
】
を
見
て
み
る
と
、
伝
兵
衛
に
刑
が
言
い

渡
さ
れ
た
日
と
同
じ
日
に
は
石
郷
村
、
原
田
村
の
代
庄
屋
や
五
人
組
の
者
た
ち
も
処
罰
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
た
ち
は
兵

助
や
伝
兵
衛
が
一
度
村
へ
戻
っ
て
き
た
に
も
拘
ら
ず
そ
の
こ
と
を
隠
し
て
い
た
こ
と
が
罪
状
と
な
っ
て
処
罰
さ
れ
て
い
る
。

「
原
田
村
伝
兵
衛
」
と
共
に
逃
亡
し
た
「
石
郷
村
庄
屋
兵
助
」
に
対
す
る
審
議
は
続
け
ら
れ
、「
御
国
日
記
」
文
化
九
年
（
一
八

一
二
）
九
月
二
十
日
条
に
よ
れ
ば
、
先
に
捕
え
ら
れ
て
い
た
も
う
一
人
の
頭
取
、「
原
田
村
庄
屋
助
之
丞
」
と
の
間
で
主
従
が
判

明
し
、「
石
郷
村
庄
屋
兵
助
」
は
「
主
罪
」
で
あ
る
の
で
「
死
に
代
る
刑
状
」
を
申
し
渡
す
と
し
て
い
る
。「
石
郷
村
庄
屋
兵
助
」

に
対
す
る
審
議
が
終
了
し
、
刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
の
は
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
九
月
二
十
三
日
の
こ
と
で
あ
り
、「
石
郷
村
庄

屋
兵
助
」
は
鞭
刑
三
十
の
上
十
里
四
方
追
放
を
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
（
57
）
。

こ
の
騒
動
の
中
に
お
け
る
「
原
田
村
伝
兵
衛
」
の
行
動
を
こ
こ
ま
で
確
認
し
て
み
た
が
、
騒
動
中
に
お
け
る
「
原
田
村
伝
兵

衛
」
の
役
割
は
「
廻
文
筆
者
」
で
あ
り
、
山
役
人
を
実
際
に
襲
撃
し
た
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
斬
罪
と
い
っ
た
極
刑
に
処
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
も
な
い
。
後
世
義
民
と
し
て
顕
彰
さ
れ
る
人
物
の
多
く
は
一
揆
や
騒
動
の
中
で
先
陣
を
き
っ
て
行
動
し
て
い
る
人
物

よ
り
は
村
々
を
ま
と
め
た
頭
取
の
役
目
を
担
っ
た
村
役
人
層
で
あ
る
こ
と
が
多
い
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
一
揆
中
の
頭
取
の
活
動

は
い
き
い
き
と
描
か
れ
な
い
こ
と
が
多
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、「
原
田
村
伝
兵
衛
」
の
行
動
は
後
代
に
口
承
さ
れ
た
り

物
語
化
さ
れ
て
伝
え
ら
れ
た
り
し
て
い
る
と
も
言
い
難
い
。「
原
田
村
伝
兵
衛
」
は
、「
石
郷
村
庄
屋
兵
助
」
と
逃
亡
し
て
か
ら
行

方
知
れ
ず
で
終
わ
っ
た
（
58
）

と
す
る
も
の
や
、
行
方
知
れ
ず
の
ま
ま
死
亡
し
た
と
す
る
も
の
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
59
）

の
み
で
、
そ

れ
以
外
は
特
に
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
寧
ろ
「
原
田
村
伝
兵
衛
」
と
共
に
逃
亡
し
、
菩
提
寺
に
駈
け
込
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
「
石

郷
村
庄
屋
兵
助
」
の
行
動
の
方
が
後
代
に
は
伝
承
さ
れ
て
い
る
（
60
）
。

こ
の
様
に
、「
原
田
村
伝
兵
衛
」
が
何
か
口
伝
で
そ
の
行
為
が
伝
え
ら
れ
た
り
物
語
に
さ
れ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
ま
り
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見
ら
れ
ず
、
そ
う
考
え
る
と
「
原
田
村
伝
兵
衛
」
よ
り
も
「
石
郷
村
庄
屋
兵
助
」
の
方
が
義
民
と
し
て
顕
彰
さ
れ
や
す
い
性
質
は

持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
実
際
に
義
民
顕
彰
碑
の
建
立
と
い
う
よ
う
な
顕
彰
行
為
が
見
ら
れ
る
の
は
「
原
田
村
伝

兵
衛
」
の
方
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
か
。

（
二
）「
原
田
村
伝
兵
衛
」
か
ら
義
民
〝
原
田
村
伝
兵
衛
〞
へ

本
章
（
一
）
の
最
後
で
提
示
し
た
問
題
を
考
え
る
に
は
「
原
田
村
伝
兵
衛
」
が
義
民
と
し
て
顕
彰
さ
れ
て
い
る
時
期
・
目
的
等

を
、
実
際
に
顕
彰
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
か
ら
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。「
原
田
村
伝
兵
衛
」
が
義
民
〝
原
田
村

伝
兵
衛
〞
と
し
て
顕
彰
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
具
体
的
に
示
す
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
も
の
は
義
民
顕
彰
碑
で
あ
ろ
う
。
青
森
県

平
川
市
に
あ
る
原
田
神
明
宮
境
内
に
は
現
在
も
義
民
〝
原
田
村
伝
兵
衛
〞
顕
彰
碑
が
立
っ
て
い
る
。
そ
の
義
民
顕
彰
碑
は
昭
和
五

十
七
年
（
一
九
八
二
）
一
月
十
六
日
に
建
立
さ
れ
た
こ
と
が
顕
彰
碑
の
碑
文
を
見
て
分
か
る
。
尚
、
実
際
の
顕
彰
碑
は
【
写
真

①
・
②
】
に
示
し
た
の
で
適
宜
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
義
民
〝
原
田
村
伝
兵
衛
〞
顕
彰
碑
裏
面
に
は
そ
の
顕
彰
理
由
が
記
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
原
田
村
伝
兵
衛
」
を
義
民
と
し
て
顕
彰
す
る
理
由
を
主
に
（
一
）
伝
兵
衛
ら
の
行
動
に
よ
っ
て
三

ッ
目
内
村
領
芝
之
沢
の
入
会
権
が
許
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
、（
二
）
そ
の
場
所
が
関
係
部
落
農
民
の
経
済
生
活
を
大
き
く
支
え
る

存
在
で
あ
り
、
時
世
の
変
遷
に
よ
り
そ
の
場
所
の
入
会
権
が
解
消
し
た
が
、
伝
兵
衛
の
義
挙
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
の
二
点
で
あ

る
と
し
て
い
る
。

保
坂
智
氏
に
よ
れ
ば
義
民
の
中
に
は
村
間
争
論
や
山
論
の
中
か
ら
輩
出
さ
れ
る
者
も
存
在
し
、
そ
う
い
っ
た
義
民
の
多
く
は
、

村
が
事
件
以
後
取
得
し
て
き
た
権
利
獲
得
（
先
例
）
の
確
認
と
し
て
顕
彰
さ
れ
る
意
味
が
強
い
と
し
て
い
る
（
61
）
。
顕
彰
碑
の
裏
側

に
記
さ
れ
て
い
る
碑
文
を
見
る
限
り
〝
原
田
村
伝
兵
衛
〞
顕
彰
の
理
由
に
つ
い
て
も
、
農
民
の
生
業
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
権
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【
写
真
①
】「
義
民
　
原
田
村
伝
兵
衛
顕
彰
碑
」（
表
面
）（
青
森
県
平
川
市
原
田
、
原
田
神
明
宮
境
内
。
撮
影
筆
者
。）

民

原田村伝兵衛顕彰碑

義

揮毫平賀町長原田忠太郎

撰文岩渕　清作

碑文書岩渕　藤江

協力者岩館村斎藤譲

発起人及び寄贈者
岩渕正太郎

村　中

昭和五十七年正月十六日
建立

石匠大湯　行夫
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【
写
真
②
】「
義
民
　
原
田
村
伝
兵
衛
顕
彰
碑
」（
裏
面
）（
青
森
県
平
川
市
原
田
、
原
田
神
明
宮
境
内
。
撮
影
筆
者
。）

文化八年（一八一一）八月十八日　尾崎　大光寺　大鰐の三組の

百姓約三百人が　柴草刈場のことで　三ッ目内村領芝之沢（藩有）

で山役人に乱暴を働き更に宿川原の代官所に強訴する事件が起った

発端は三組十六ヵ村に草刈場を解放するよう願出で郡奉行から許

可され百姓たちが山に入ろうとし山役人と争論になり村の重立に伝

えると約束がちがうと憤激し強訴すべく原田村伝兵衛（四十四歳）

が檄文を書き石郷村庄屋兵助（三十六歳）が十六ヵ村に廻状し起ち

上り芝之沢の山役人に暴行を働き代官所へ抗議文を渡し引き揚げた

藩庁が調査の結果　首謀者を　伝兵衛　兵助として指名手配した

兵助は一年半後に捕まり鞭刑三十　大場構　十里四方追放になり

伝兵衛は行き方知れずに終った　藩は役人の手落ちとして郡奉行を

免職し山役人はそれぞれ格下げとなり　入会権を許され成功した

この事は　つがるの夜明け誌等に掲載されている

その後芝之沢（メンチャ）は関係部落農民の経済生活にも永く及

ぼした恩恵は計り知れないものがある　時世の変遷により入会権は

昭和三十年に解消し所有権も移転となったが事件後百七十年を経て

伝兵衛の義挙を後世に伝えるため部落民相諮りこの碑を建立する
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利
を
獲
得
し
て
き
た
こ
と
の
確
認
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
八
月
十
八
日
の
騒
動
に
お
い
て
大
鰐
・
尾
崎
・
大
光
寺
組
の
百
姓
た
ち
が
明
山
と
し
て
要
求
し
て
い

た
芝
之
沢
（「
御
国
日
記
」
の
表
記
で
は
芦
之
沢
）
の
入
会
権
は
こ
の
騒
動
以
降
取
得
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
同
時
に
三
ッ
目
内

村
領
水
沢
に
も
入
会
権
が
取
得
し
た
と
さ
れ
て
い
る
（
62
）
。
明
治
時
代
に
入
っ
て
山
林
原
野
改
租
が
行
わ
れ
た
際
に
、
芝
之
沢
は
居

土
村
に
所
有
権
が
存
在
す
る
と
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
は
原
田
村
を
含
め
た
十
か
村
持
ち
と
し
て
官
有
地
の
編
入
を
免
れ
た
場
所
で

も
あ
る
。
昭
和
時
代
に
入
っ
て
か
ら
芝
之
沢
は
入
会
権
解
消
の
名
目
で
入
会
関
係
村
に
分
割
譲
渡
が
な
さ
れ
所
有
権
が
移
転
、
昭

和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
に
は
関
係
部
落
の
殆
ど
が
平
賀
町
へ
合
併
さ
れ
る
に
伴
い
水
沢
を
含
め
た
入
会
権
が
次
第
に
解
消
さ
れ

共
有
林
と
い
う
形
で
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

「
石
郷
村
庄
屋
兵
助
」
や
「
原
田
村
伝
兵
衛
」
の
起
こ
し
た
騒
動
に
よ
っ
て
芦
之
沢
を
明
山
と
し
て
使
用
す
る
権
利
が
得
ら
れ

た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
明
確
に
示
す
史
料
を
今
回
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
芝
之
沢
と
い
う
場
所
が
文

化
八
年
（
一
八
一
一
）
の
騒
動
以
後
入
会
が
許
さ
れ
、
近
代
以
降
官
有
に
な
ら
ず
百
姓
・
農
民
た
ち
の
手
に
渡
っ
て
い
た
場
所
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
、「
石
郷
村
庄
屋
兵
助
」
を
義
民
と
し
て
顕
彰
し
て
い
く
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
昭
和
三

十
四
年
（
一
九
五
九
）
十
二
月
に
払
下
げ
が
行
わ
れ
た
部
落
の
中
に
は
原
田
だ
け
で
は
な
く
石
郷
も
含
ま
れ
て
お
り
、
後
代
の
家

伝
や
記
録
に
は
「
石
郷
村
庄
屋
兵
助
」
の
記
述
の
方
が
多
く
見
ら
れ
る
。
だ
が
実
際
に
顕
彰
行
為
が
見
ら
れ
る
の
は
「
原
田
村
伝

兵
衛
」
の
方
で
あ
る
。

こ
れ
は
顕
彰
を
行
っ
て
い
る
主
体
と
大
い
に
関
係
が
あ
る
と
考
え
る
。
原
田
神
明
宮
境
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
義
民
〝
原
田
村

伝
兵
衛
〞
顕
彰
碑
の
台
座
に
顕
彰
を
行
っ
た
人
物
た
ち
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
撰
文
の
岩
渕
清
作
は
平
賀
町
役
場
吏
員
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で
、
原
田
に
住
ん
で
い
た
人
物
（
63
）
、
碑
文
書
の
岩
渕
藤
江
は
平
賀
町
総
務
課
庶
務
係
な
ど
を
務
め
、
原
田
農
業
協
同
組
合
の
二
代

目
組
合
長
で
あ
っ
た
（
64
）
。
さ
ら
に
発
起
人
の
岩
渕
正
太
郎
は
原
田
農
業
協
同
組
合
の
三
代
目
組
合
長
を
顕
彰
碑
建
立
当
時
に
務
め

て
い
た
人
物
で
あ
る
（
65
）
。
顕
彰
に
関
わ
っ
て
い
る
人
物
の
多
く
が
原
田
地
区
に
関
係
の
深
い
人
物
で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
こ

こ
か
ら
分
か
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
原
田
村
伝
兵
衛
」
が
義
民
と
し
て
顕
彰
さ
れ
る
理
由
は
、
農
業
を
生
業
と
し
て
き
た
か
つ
て
の
原
田
村
、

そ
し
て
現
在
の
原
田
と
い
う
地
区
に
お
い
て
、
農
民
た
ち
に
と
っ
て
重
要
な
権
利
を
獲
得
し
て
き
た
こ
と
を
、
文
化
八
年
（
一
八

一
一
）
に
発
生
し
た
「
居
土
山
柴
草
刈
取
事
件
」
を
契
機
と
し
て
確
認
す
る
目
的
で
「
原
田
村
伝
兵
衛
」
を
義
民
と
し
て
顕
彰
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
顕
彰
碑
の
碑
文
中
に
「
芝
之
沢
（
メ
ン
チ
ャ
）
は
関
係
部
落
農
民
の
経
済
生
活
に
も

永
く
及
ぼ
し
た
恩
恵
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
こ
と
、
及
び
顕
彰
主
体
と
し
て
原
田
農
業
協
同
組
合
の
二
代

目
、
三
代
目
組
合
長
が
関
係
者
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
れ
ら
の
こ
と
は
窺
え
る
。

ま
た
、「
原
田
神
明
宮
」
と
い
う
場
所
に
お
い
て
義
民
〝
原
田
村
伝
兵
衛
〞
が
顕
彰
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
「
原
田
」
と
い
う

地
区
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
後
代
へ
伝
え
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
強
く
表
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、
義
民

〝
原
田
村
伝
兵
衛
〞
の
顕
彰
碑
以
外
に
、
そ
う
し
た
こ
と
を
後
代
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
た
活
動
を
示
す
史
資
料
も
今
回
見
つ
け

る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
な
お
今
後
の
課
題
と
し
て
取
り
組
み
た
い
。

小
括

本
章
で
は
文
化
年
間
の
弘
前
藩
領
で
発
生
し
た
山
を
巡
る
騒
動
か
ら
輩
出
さ
れ
た
義
民
〝
原
田
村
伝
兵
衛
〞
に
つ
い
て
、
現
代

の
顕
彰
の
動
き
も
含
め
て
扱
っ
て
い
っ
た
。
同
じ
文
化
年
間
に
発
生
し
た
百
姓
一
揆
か
ら
輩
出
さ
れ
た
義
民
〝
藤
田
民
次
郎
〞
と
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比
べ
る
と
比
較
的
顕
彰
時
期
は
最
近
で
あ
り
、
そ
の
顕
彰
目
的
は
当
該
地
域
に
お
い
て
百
姓
・
農
民
が
守
っ
て
き
た
山
の
権
利
を

後
代
へ
伝
え
て
い
く
目
的
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

か
つ
て
弘
前
藩
領
で
あ
っ
た
青
森
県
の
旧
村
落
で
は
、
近
世
期
の
境
界
設
定
や
騒
動
に
よ
り
、
百
姓
・
農
民
が
自
ら
使
用
す
る

権
利
を
獲
得
し
、
近
代
以
降
官
有
と
な
ら
ず
に
使
用
す
る
権
利
を
守
っ
て
き
た
経
緯
を
伝
え
て
い
く
活
動
が
、
現
代
に
お
い
て
見

ら
れ
る
地
域
も
あ
る
（
66
）
。
近
世
期
に
山
仕
分
を
巡
っ
て
争
い
続
け
、
文
化
年
間
強
訴
に
ま
で
展
開
し
た
乳
井
村
・
薬
師
堂
村
は
近

代
以
降
山
林
が
官
有
と
な
る
こ
と
に
反
対
し
て
訴
状
や
証
拠
書
類
を
何
度
も
提
出
し
て
い
る
が
、
同
時
に
ど
ち
ら
の
村
に
所
有
権

が
あ
る
か
と
い
う
争
い
も
絶
え
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
る
（
67
）
。
そ
の
結
果
官
有
の
ま
ま
処
理
さ
れ
て
し
ま
い
、
決
着
が
完
全
に
付

い
た
の
は
、
戦
後
の
農
地
改
革
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
も
あ
る
（
68
）
。

し
か
し
、
原
田
村
の
場
合
は
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
の
騒
動
の
結
果
、
明
治
期
に
官
有
と
な
ら
ず
村
に
入
会
権
が
下
っ
た
と

い
う
見
方
が
さ
れ
て
き
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
入
会
権
は
、
戦
後
に
最
終
的
に
払
い
下
げ
を
受
け
る
こ
と
で
一
村
に
所
有
が
認
め

ら
れ
る
に
至
る
。「
原
田
村
伝
兵
衛
」
の
顕
彰
は
、
近
世
に
発
生
し
た
騒
動
に
よ
り
得
ら
れ
た
と
さ
れ
る
権
利
を
、
守
り
伝
え
て

い
く
目
的
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
弘
前
藩
領
の
百
姓
た
ち
に
と
っ
て
、
山
林
の
存
在
が
い
か
に
重
要
な
も
の

で
あ
っ
た
か
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
文
化
年
間
の
弘
前
藩
領
百
姓
の
一
揆
や
騒
動
の
動
き
を
、
大
鰐
組
乳
井
村
・
薬
師
堂
村
の
山
論
に
伴
う
強
訴
及
び

「
居
土
山
柴
草
刈
取
事
件
」
を
中
心
に
考
察
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
一
揆
や
騒
動
の
中
で
百
姓
た
ち
が
要
求
し
て
い
た
こ
と
や
行
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動
を
見
て
い
く
限
り
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
蝦
夷
警
衛
に
係
る
諸
政
策
だ
け
に
対
し
て
当
該
期
の
百
姓
た
ち
が
起
ち
上

が
っ
た
と
は
考
え
難
く
、
ま
た
、
蝦
夷
警
衛
を
背
景
と
す
る
百
姓
た
ち
の
「
一
統
」
論
理
の
形
成
に
つ
い
て
も
疑
問
が
残
る
。

二
つ
の
一
揆
、
騒
動
か
ら
は
弘
前
藩
領
百
姓
た
ち
が
山
林
利
用
を
巡
っ
て
互
い
に
争
い
、
或
い
は
村
同
士
で
徒
党
を
組
む
姿
が

見
ら
れ
、
そ
の
中
か
ら
輩
出
さ
れ
る
義
民
の
顕
彰
は
、
一
揆
・
騒
動
を
起
こ
し
た
村
の
百
姓
・
農
民
た
ち
に
と
っ
て
、
山
林
が
い

か
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
に
発
生
し
た
〝
民
次
郎
一

揆
〞
及
び
義
民
〝
藤
田
民
次
郎
〞
の
み
を
考
察
の
対
象
と
す
る
の
で
は
、
文
化
年
間
の
百
姓
た
ち
の
動
き
及
び
当
該
期
の
百
姓
た

ち
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
藩
領
百
姓
の
山
林
利
用
の
視
点
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

今
回
は
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
、
強
訴
、
騒
動
を
起
こ
し
た
各
村
の
概
況
や
こ
れ
ら
の
村
が
ど
の
様
な
生
業
を
営
ん
で
い
た
の

か
、
ま
た
、
背
景
に
あ
る
弘
前
藩
山
林
行
政
の
展
開
、
藩
領
百
姓
の
山
林
利
用
の
あ
り
方
や
弘
前
藩
領
内
に
お
い
て
他
に
境
界
争

論
事
例
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
等
、
詳
し
く
言
及
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
報

告
や
発
表
を
行
い
た
い
。

註
釈

（
1
）

弘
前
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
弘
前
市
史
　
藩
政
編
』（
弘
前
市
　
一
九
六
三
年
）
七
八
八
頁
。

（
2
）

瀧
本
壽
史
「
蝦
夷
地
警
備
と
北
奥
地
域
」（
地
方
史
研
究
協
議
会
編
『
北
方
史
の
新
視
座

―
対
外
政
策
と
文
化

―
』
雄
山
閣

一
九
九
四
年
）
一
五
九
か
ら
一
六
三
頁
。
瀧
本
氏
は
同
論
文
中
で
、
盛
岡
藩
領
「
北
通
」
の
百
姓
一
揆
を
例
に
、
藩
の
蝦
夷
警
衛
政

策
に
よ
っ
て
「
北
通
」
の
行
政
区
域
が
制
定
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
当
該
期
の
地
域
連
帯
・
形
成
を
生
み
出
し
、
百
姓
た
ち
が
訴
願
を

行
う
論
理
を
形
成
し
た
こ
と
も
述
べ
て
い
る
。

（
3
）

こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
研
究
は
浅
倉
有
子
氏
の
『
北
方
史
と
近
世
社
会
』（
清
文
堂
　
一
九
九
九
年
）、
浪
川
健
治
氏
の
『
近
世
北
奥
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社
会
と
民
衆
』（
吉
川
弘
文
館
　
二
〇
〇
五
年
）、
瀧
本
壽
史
氏
の
「
義
民
・
民
次
郎
一
揆
、
再
考
」（
浪
川
健
治
・
河
西
英
通
編

『
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
社
会
変
容
』
岩
田
書
院
　
二
〇
〇
八
年
）
等
が
詳
し
い
。

（
4
）

瀧
本
壽
史
「
義
民
・
民
次
郎
一
揆
　
再
考
」（
浪
川
健
治
・
河
西
英
通
編
『
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
社
会
変
容
』
岩
田
書
院
　
二

〇
〇
八
年
）
二
二
五
か
ら
二
二
七
頁
、
二
二
七
か
ら
二
三
七
頁
。

（
5
）

山
上
笙
介
『
続
つ
が
る
の
夜
明
け
　
下
巻
之
壱
』（
陸
奥
新
報
社
　
一
九
七
三
年
）
三
二
〇
頁
、
弘
前
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
弘

前
市
史
　
藩
政
編
』（
弘
前
市
　
一
九
六
三
年
）
七
八
七
か
ら
七
八
八
頁
等
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
強
訴
を
一
連
の
動
き
で
捉
え
て
い

る
。
こ
の
う
ち
山
上
笙
介
氏
の
『
続
つ
が
る
の
夜
明
け
　
下
巻
之
壱
』（
陸
奥
新
報
社
　
一
九
七
三
年
）
で
は
二
二
五
頁
に
「
百
姓

の
不
満
は
、
蝦
夷
地
出
兵
の
負
担
や
高
直
り
に
よ
る
出
費
が
さ
ら
に
増
大
し
、
藩
財
政
窮
迫
の
し
わ
よ
せ
が
、
農
村
に
重
く
か
ぶ
さ

る
よ
う
に
な
る
と
、
領
内
全
域
に
広
が
っ
て
ゆ
き
、」「
文
化
十
年
九
月
に
い
た
っ
て
、
つ
い
に
、
爆
発
し
た
の
で
あ
る
」
と
し
て
お

り
、
乳
井
村
・
薬
師
堂
村
山
論
に
伴
う
強
訴
、
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
の
「
居
土
山
柴
草
刈
取
事
件
」
も
含
め
て
一
連
の
動
き
と

捉
え
て
い
る
。
ま
た
、
瀧
本
氏
は
前
掲
論
文
二
二
五
頁
か
ら
二
二
六
頁
に
お
い
て
、
同
時
期
に
藩
役
人
の
不
正
が
あ
り
、
そ
れ
が
民

衆
一
統
を
助
長
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
れ
も
蝦
夷
警
衛
に
係
る
土
地
開
発
の
負
担
を
中
心
に
し
て
考
察
が
進
め
ら
れ
、

現
在
に
至
る
ま
で
〝
民
次
郎
一
揆
〞
及
び
義
民
〝
藤
田
民
次
郎
〞
を
中
心
に
し
て
文
化
年
間
の
弘
前
藩
領
百
姓
た
ち
の
動
き
が
考
察

さ
れ
て
い
る
。

（
6
）

保
坂
智
編
『
近
世
義
民
年
表
』（
吉
川
弘
文
館
　
二
〇
〇
四
年
）
三
九
五
頁
。

（
7
）
『
弘
前
藩
庁
日
記
』
の
う
ち
、「
御
国
日
記
」（
弘
前
市
立
図
書
館
蔵
）。「
御
国
日
記
」
は
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
か
ら
慶
応
四

年
（
一
八
六
八
）
に
至
る
約
二
〇
〇
年
間
の
弘
前
藩
政
に
関
す
る
公
式
記
録
で
あ
る
『
弘
前
藩
庁
日
記
』
の
う
ち
、
領
内
政
治
に
関

す
る
項
目
を
収
め
た
も
の
で
、
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
か
ら
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
ま
で
の
も
の
が
現
存
し
て
お
り
惣
冊
数
は

三
三
〇
一
冊
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
御
用
留
や
用
状
を
集
め
清
書
を
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
は
二
次
的
史
料
の

性
格
を
有
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
弘
前
藩
を
扱
う
上
で
は
村
や
町
の
動
向
も
時
系
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
る
た
め
貴
重
な
基

本
史
料
と
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
も
中
心
史
料
の
一
つ
と
し
て
使
用
し
、
史
料
集
等
に
所
収
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
こ
か

ら
引
用
し
た
が
、
活
字
化
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
筆
者
が
翻
刻
し
た
も
の
を
使
用
し
た
。

（
8
）

弘
前
藩
領
内
に
お
い
て
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
か
ら
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
に
か
け
て
領
内
の
総
検
地
が
実
施
さ
れ
、
こ
れ

に
基
づ
い
て
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
に
『
陸
奥
国
津
軽
郡
御
検
地
水
帳
』
が
作
成
さ
れ
た
。
弘
前
藩
の
徴
租
の
基
準
は
こ
の
検
地
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に
よ
り
成
立
し
、
幕
末
に
至
る
ま
で
そ
れ
に
基
づ
く
年
貢
徴
収
が
行
わ
れ
た
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。（
長
谷
川
成
一
『
弘
前
藩
』

吉
川
弘
文
館
　
二
〇
〇
四
年
　
八
九
頁
参
照
。）

（
9
）

実
際
の
『
陸
奥
国
津
軽
郡
御
検
地
水
帳
』（
弘
前
市
立
図
書
館
蔵
）
は
翻
刻
さ
れ
た
も
の
が
『
新
編
弘
前
市
史
　
資
料
編
二
（
近

世
編
一
）』（
弘
前
市
　
一
九
九
六
年
）
一
二
三
二
か
ら
一
二
三
三
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
乳
井
村
・
薬
師
堂
村
は

分
か
れ
て
お
り
、
山
の
数
も
乳
井
村
が
「
留
山
」
四
、「
草
山
」
一
で
、
薬
師
堂
村
が
「
留
山
」
五
と
あ
る
。

（
10
）

弘
前
市
立
図
書
館
八
木
橋
文
庫
蔵
。
工
藤
源
左
衛
門
行
一
が
編
集
し
た
弘
前
藩
の
編
年
史
で
、
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
に
稿
が

成
っ
た
が
、
そ
の
後
増
加
補
綴
し
て
現
在
弘
前
市
立
図
書
館
所
蔵
の
も
の
は
写
本
で
、
編
者
の
死
後
十
三
年
経
っ
た
後
の
安
政
六
年

（
一
八
五
九
）
ま
で
及
ん
で
い
る
。

（
11
）

村
、
個
人
が
無
立
木
地
に
杉
・
檜
、
そ
の
他
樹
種
を
植
栽
し
、
成
木
後
の
検
査
の
上
藩
よ
り
抱
山
証
文
が
下
附
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
立
木
は
村
・
個
人
に
帰
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
三
百
坪
に
つ
き
銀
一
分
の
割
合
で
役
銭
を
賦
課
し
、
伐
木
の
際
は
改
極
印

を
し
た
上
で
利
用
さ
せ
た
。（
渡
辺
喜
作
『
林
野
所
有
権
の
形
成
過
程
の
研
究：

資
料
四
津
軽
藩
林
政
史
』
一
九
八
二
年
　
五
七
頁

参
照
。）

（
12
）

御
本
山
そ
の
他
空
地
に
樹
木
の
植
栽
を
願
い
出
て
、
山
方
役
人
の
検
査
を
受
け
た
後
藩
領
民
が
自
費
で
植
栽
・
保
護
管
理
を
行
う

山
で
、
植
栽
後
の
成
績
が
良
好
で
あ
れ
ば
仕
立
見
継
山
証
文
が
下
附
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
山
の
こ
と
。（
渡
辺
喜
作
『
林
野
所
有

権
の
形
成
過
程
の
研
究：

資
料
四
津
軽
藩
林
政
史
』
一
九
八
二
年
　
八
五
頁
参
照
。）

（
13
）

小
笠
原
弥
左
衛
門
が
大
鰐
組
薬
師
堂
村
手
代
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
「
御
国
日
記
」
文
化
五
年
　
十
一
月
十
二
日
条
、
文
化
六
年

七
月
三
十
日
条
（
弘
前
市
立
図
書
館
蔵
）
を
参
照
し
た
。

（
14
）

伊
藤
勇
蔵
『
乳
乃
井
　
津
軽
の
或
る
部
落
史
と
そ
の
背
景
』（
一
九
八
一
年
）
三
二
九
か
ら
三
三
二
頁
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う

に
両
村
は
近
代
以
降
も
争
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
研
究
し
た
斎
藤
康
司
氏
の
「
あ
る
山
論
の
一
断
面

―
乳
井
・
薬
師
堂
間
山

論
消
滅
の
過
程

―
」（
弘
前
大
学
国
史
研
究
会
編
『
弘
前
大
学
国
史
研
究
』
第
五
七
号
　
一
九
七
一
年
）
一
か
ら
三
頁
に
は
、
両

村
は
こ
の
山
の
う
ち
「
大
館
之
沢
」
と
「
内
七
久
保
」
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
互
い
に
譲
ら
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

（
15
）

東
長
町
は
初
め
「
横
町
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
に
東
長
町
へ
改
称
さ
れ
た
。
延
宝
五
年
（
一
六
七

七
）
の
「
弘
前
惣
御
城
絵
図
」
に
よ
れ
ば
、
町
内
西
端
で
東
御
門
前
広
場
に
高
札
場
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
寛
保
三
年
（
一
七
四

三
）
に
高
札
の
下
に
訴
状
箱
が
設
置
さ
れ
た
と
あ
る
。（
下
中
邦
彦
編
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
二
　
青
森
県
の
地
名
』
平
凡
社
　
一
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九
八
二
年
　
五
〇
三
か
ら
五
〇
四
頁
。）
強
訴
が
発
生
し
た
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
に
も
訴
状
箱
が
設
置
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

薬
師
堂
村
の
百
姓
た
ち
が
「
山
仕
分
之
儀
」
に
つ
い
て
の
願
書
を
そ
の
訴
状
箱
へ
差
し
入
れ
る
た
め
に
東
長
町
の
制
札
場
へ
詰
め
か

け
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

（
16
）
「
御
国
日
記
」
文
化
五
年
　
六
月
二
十
日
条
（
弘
前
市
立
図
書
館
蔵
）。

（
17
）

弘
前
市
立
図
書
館
八
木
橋
文
庫
蔵
。
弘
前
藩
領
内
の
動
向
を
編
年
体
で
ま
と
め
て
あ
る
記
録
で
あ
る
が
、
史
料
が
い
つ
誰
に
よ
っ

て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
史
料
の
詳
し
い
性
格
が
不
明
で
あ
る
。

（
18
）
『
封
内
事
實
秘
苑
』
廿
五
、
廿
六
　
文
化
六
乙
巳
年
　
拾
遺
追
補
　
五
月
廿
三
日
（
弘
前
市
立
図
書
館
八
木
橋
文
庫
蔵
）。

（
19
）
『
大
平
家
日
記
』
文
化
六
乙
巳
年
　
三
月
十
七
日
（
弘
前
市
立
図
書
館
八
木
橋
文
庫
蔵
）。

（
20
）
「
御
国
日
記
」
文
化
六
年
　
四
月
十
八
日
条
（
弘
前
市
立
図
書
館
蔵
）。

（
21
）
「
御
国
日
記
」
文
化
六
年
　
七
月
三
十
日
条
（
弘
前
市
立
図
書
館
蔵
）。

（
22
）

同
前
同
条
に
「
薬
師
堂
村
　
小
笠
原
弥
左
衛
門
親
　
弥
太
郎
」
と
し
て
そ
の
名
前
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

（
23
）
「
御
国
日
記
」
文
化
七
年
　
三
月
十
四
日
条
（
弘
前
市
立
図
書
館
蔵
）。

（
24
）

長
谷
川
成
一
『
北
奥
羽
の
大
名
と
民
衆
』（
清
文
堂
　
二
〇
〇
八
年
）
二
四
三
か
ら
二
四
六
頁
、
長
谷
川
成
一
「
足
羽
次
郎
三
郎

考
―
そ
の
虚
像
と
実
像
―
」（
浪
川
健
治
・
河
西
英
通
編
『
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
社
会
変
容
』
岩
田
書
院
　
二
〇
〇
八
年
）
一
六

七
頁
か
ら
一
八
三
頁
等
を
参
照
。

（
25
）
「
御
国
日
記
」
文
化
五
年
　
八
月
二
十
九
日
条
、
十
一
月
十
二
日
条
（
弘
前
市
立
図
書
館
蔵
）。

（
26
）
「
御
国
日
記
」
文
化
九
年
　
三
月
二
日
条
（
弘
前
市
立
図
書
館
蔵
）。

（
27
）
『
封
内
事
實
秘
苑
』
廿
五
、
廿
六
　
文
化
九
年
　
拾
遺
増
補
　
三
月
廿
日
（
弘
前
市
立
図
書
館
八
木
橋
文
庫
蔵
）。

（
28
）

同
前
　
文
化
九
年
　
拾
遺
増
補
　
三
月
廿
六
日
（
弘
前
市
立
図
書
館
八
木
橋
文
庫
蔵
）。

（
29
）

こ
の
う
ち
角
田
弥
六
は
「
御
国
日
記
」
文
化
六
年
　
五
月
二
十
日
条
（
弘
前
市
立
図
書
館
蔵
）
に
お
い
て
郡
奉
行
野
呂
助
左
衛
門

と
共
に
「
同
役
不
和
合
ニ

而
諸
事
熟
談
無
之
」、「
齟
齬
之
儀
」
ば
か
り
を
取
り
扱
っ
た
こ
と
に
よ
り
百
姓
た
ち
が
疑
惑
を
持
ち
騒
動

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
役
料
勤
料
召
し
上
げ
の
上
、
御
手
廻
格
へ
の
役
下
げ
が
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
。

（
30
）
「
御
国
日
記
」
文
化
九
年
　
十
月
二
十
三
日
条
（
弘
前
市
立
図
書
館
蔵
）。

（
31
）
「
御
国
日
記
」
文
化
九
年
　
十
一
月
六
日
条
（
弘
前
市
立
図
書
館
蔵
）。
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（
32
）
『
封
内
事
實
秘
苑
』
廿
五
、
廿
六
　
文
化
六
乙
巳
年
　
拾
遺
追
補
　
五
月
廿
三
日
（
弘
前
市
立
図
書
館
八
木
橋
文
庫
蔵
）。

（
33
）
『
大
平
家
日
記
』
文
化
五
年
　
六
月
十
三
日
（
弘
前
市
立
図
書
館
八
木
橋
文
庫
蔵
）。

（
34
）

保
坂
智
『
百
姓
一
揆
と
義
民
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
　
二
〇
〇
六
年
）
五
七
頁
か
ら
五
八
頁
。

（
35
）
「
御
国
日
記
」
享
保
二
年
　
八
月
十
日
条
（
農
林
省
山
林
局
編
『
日
本
林
制
史
資
料
　
弘
前
藩
』
臨
川
書
店
　
一
九
七
一
年
　
二

四
九
頁
所
収
。）

（
36
）
「
御
国
日
記
」
享
保
十
二
年
　
正
月
八
日
条
（
農
林
省
山
林
局
編
『
日
本
林
制
史
資
料
　
弘
前
藩
』
臨
川
書
店
　
一
九
七
一
年

三
七
四
か
ら
三
七
五
頁
所
収
。）

（
37
）

寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
四
月
に
出
さ
れ
た
「
寛
政
御
仕
向
之
覚
」（
農
林
省
山
林
局
編
『
日
本
林
制
史
資
料
　
弘
前
藩
』
臨
川

書
店
　
一
九
七
一
年
　
四
七
四
か
ら
四
七
六
頁
所
収
。）
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

（
38
）

前
掲
註
（
6
）
の
『
近
世
義
民
年
表
』
に
お
い
て
は
こ
の
騒
動
を
「
居
土
山
柴
草
刈
取
事
件
」
と
表
記
し
て
い
る
た
め
、
本
稿
で

も
こ
れ
に
倣
い
、
騒
動
の
名
称
を
「
居
土
山
柴
草
刈
取
事
件
」
と
統
一
し
て
い
る
。

（
39
）

こ
こ
で
は
居
土
村
領
と
し
て
い
る
が
、「
御
国
日
記
」
で
は
百
姓
た
ち
が
要
求
し
て
い
た
芦
之
沢
は
「
三
ッ
目
内
村
領
」
と
表
記

さ
れ
て
い
る
。『
奥
州
津
軽
郡
中
御
澤
帳
目
録
』（
弘
前
市
立
図
書
館
八
木
橋
文
庫
蔵
）
や
『
三
ッ
目
内
山
絵
図
』（
弘
前
市
立
図
書

館
蔵
）
等
の
絵
図
を
参
照
す
る
と
芦
之
沢
は
居
土
村
に
存
在
し
て
い
る
が
、「
三
ッ
目
内
山
役
人
預
リ

」
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
本
文
で
後
述
す
る
よ
う
に
大
鰐
組
手
代
た
ち
が
「
御
山
証
文
」
を
引
き
上
げ
る
こ
と
を
「
三
ッ
目
内
村
庄
屋
」
へ
伝
達

し
な
か
っ
た
た
め
処
罰
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
こ
れ
ら
居
土
村
に
存
在
す
る
山
の
管
理
は
三
ッ
目
内
村
が
担
当
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
40
）
『
大
平
家
日
記
』
文
化
八
年
　
八
月
（
弘
前
市
立
図
書
館
八
木
橋
文
庫
蔵
）、『
封
内
事
實
秘
苑
』
廿
五
、
廿
六
　
文
化
八
辛
未
年

拾
遺
追
補
　
九
月
二
日
（
弘
前
市
立
図
書
館
八
木
橋
文
庫
蔵
）。

（
41
）
「
御
国
日
記
」
文
化
八
年
　
八
月
二
十
日
条
に
は
十
九
か
村
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
文
引
用
史
料
【
史
料
③
】
を
は
じ
め
、
騒

動
に
関
係
す
る
他
の
日
の
条
に
は
十
六
か
村
と
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
参
加
村
数
を
十
六
か
村
と
統
一
し
た
。

（
42
）
「
御
国
日
記
」
文
化
八
年
　
十
二
月
二
十
四
日
条
（
弘
前
市
立
図
書
館
蔵
）。

（
43
）
「
御
国
日
記
」
文
化
六
年
　
五
月
二
十
日
条
（
弘
前
市
立
図
書
館
蔵
）。
前
掲
註
（
29
）
も
参
照
の
こ
と
。

（
44
）
『
大
平
家
日
記
』
文
化
八
年
　
八
月
（
弘
前
市
立
図
書
館
八
木
橋
文
庫
蔵
）。
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（
45
）

例
え
ば
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
の
「
御
抱
合
山
松
倉
沢
秣
場
之
一
件
」（『
尾
上
町
誌
　
資
料
編
Ⅱ
』
尾
上
町
　
一
九
九
二
年

二
二
八
か
ら
二
四
一
頁
所
収
。）
と
い
う
史
料
に
は
、
猿
賀
組
猿
賀
村
・
尾
上
村
・
高
木
村
の
三
か
村
が
、
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）

四
月
九
日
に
浅
瀬
石
村
領
の
山
の
一
部
を
秣
場
と
し
て
利
用
を
願
い
出
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
同
史
料
に
お
い
て
三
か
村
は
最
初

に
秣
場
が
無
く
難
儀
し
て
い
る
と
い
う
願
出
を
猿
賀
組
代
官
に
行
い
、
そ
の
後
実
地
見
分
を
山
方
締
役
が
行
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、

保
護
管
理
を
担
っ
て
い
る
浅
瀬
石
村
に
対
し
て
も
秣
場
と
し
て
使
用
し
て
問
題
が
無
い
か
を
尋
ね
、
そ
の
返
答
及
び
実
地
見
分
の
結

果
支
障
な
し
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、「
秣
場
元
帳
」
へ
記
入
を
行
い
正
式
に
使
用
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
経
緯
を
経
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。

（
46
）

前
掲
註
（
5
）
と
同
じ
。

（
47
）

高
柳
眞
三
・
石
井
良
助
編
『
御
触
書
宝
暦
集
成
』（
岩
波
書
店
　
一
九
五
八
年
）
一
〇
二
六
号
。

（
48
）

保
坂
智
『
百
姓
一
揆
と
義
民
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
　
二
〇
〇
六
年
）
二
五
二
頁
。

（
49
）

保
坂
智
「
百
姓
一
揆
と
暴
力
」（
歴
史
科
学
協
会
編
『
歴
史
評
論
』
六
八
八
号
　
校
倉
書
房
　
二
〇
〇
七
年
）
二
か
ら
六
頁
。

（
50
）

同
前
　
六
頁

（
51
）

瀧
本
壽
史
「
宝
暦
・
天
明
期
津
軽
藩
農
村
の
諸
問
題
」（
弘
前
大
学
国
史
研
究
会
編
『
弘
前
大
学
国
史
研
究
』
第
七
一
号
　
一
九

八
〇
年
）
二
か
ら
三
頁
、
十
頁
参
照
。

（
52
）

例
と
し
て
津
軽
平
野
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
岩
木
山
と
い
う
標
高
一
六
二
五
メ
ー
ト
ル
の
山
が
あ
る
が
、
こ
の
山
の
北
麓
に
は

広
大
な
草
地
が
広
が
っ
て
お
り
、
こ
の
地
は
百
姓
た
ち
が
薪
材
、
採
草
地
と
し
て
利
用
し
て
き
た
土
地
で
あ
っ
た
（
宮
下
利
三
『
岩

木
山
麓
の
採
草
地
に
つ
い
て
』
弘
前
市
政
調
査
会
　
一
九
五
五
年
　
一
頁
、
六
頁
参
照
。）。
し
か
し
、
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
か

ら
こ
れ
ま
で
岩
木
山
の
麓
か
ら
柴
や
萱
を
刈
り
取
っ
て
き
た
村
々
の
調
査
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
が
翌
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
に

「
寛
政
九
丁
巳
年
　
岩
木
山
境
内
諸
組
村
々
根
柴
伐
取
小
澤
分
帳
」（
弘
前
市
立
図
書
館
所
蔵
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
53
）

保
坂
智
『
百
姓
一
揆
と
義
民
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
　
二
〇
〇
六
年
）
八
四
頁
。

（
54
）

新
編
弘
前
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
新
編
弘
前
市
史
　
通
史
編
四
（
近
・
現
代
編
一
）』（
弘
前
市
　
二
〇
〇
五
年
）
五
三
三
頁
。

（
55
）
「
御
国
日
記
」
文
化
八
年
　
十
月
二
十
六
日
条
（
青
木
虹
二
編
『
編
年
百
姓
一
揆
史
料
集
成
』
第
八
巻
　
三
一
書
房
　
一
九
八
一

年
　
五
一
九
頁
所
収
）。

（
56
）
「
御
国
日
記
」
文
化
九
年
　
二
月
五
日
条
（
弘
前
市
立
図
書
館
蔵
）。
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（
57
）
「
御
国
日
記
」
文
化
十
年
　
九
月
二
十
三
日
条
（
弘
前
市
立
図
書
館
蔵
）。

（
58
）

山
上
笙
介
『
続
つ
が
る
の
夜
明
け
　
下
巻
之
壱
』（
陸
奥
新
報
社
　
一
九
七
三
年
）
二
三
頁
、
平
賀
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
平
賀

町
誌
』
上
巻
（
平
賀
町
　
一
九
八
五
年
）
四
二
九
頁
等
を
参
照
。

（
59
）

伊
藤
勇
蔵
『
乳
乃
井
　
津
軽
の
或
る
部
落
史
と
そ
の
背
景
』（
一
九
八
一
年
）
二
六
二
頁
。

（
60
）

例
え
ば
『
石
郷
村
田
中
兵
助
家
由
緒
書
』（
平
賀
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
平
賀
町
誌
』
下
巻
　
平
賀
町
　
一
九
八
五
年
　
五
八
九

頁
所
収
。）
に
は
文
化
八
年
の
騒
動
の
頭
取
が
五
代
目
兵
助
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
際
に
岩
館
村
斎
藤
佐
左
衛
門
が
捕
ら
え
ら
れ
た
兵

助
を
助
け
る
べ
く
、「
千
辛
万
苦
し
て
駈
け
廻
」
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
小
杉
村
木
村
日
記
』（
平
賀
町
誌
編
纂

委
員
会
編
『
平
賀
町
誌
』
下
巻
、
平
賀
町
、
一
九
八
五
年
、
九
九
五
頁
所
収
。）
と
い
う
史
料
に
も
同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
、
岩
館

村
斎
藤
佐
左
衛
門
と
松
崎
村
今
井
善
七
の
二
人
が
三
十
三
か
寺
の
僧
に
頼
み
込
ん
で
僧
に
し
て
も
ら
う
こ
と
で
兵
助
が
よ
う
や
く
助

か
っ
た
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。

（
61
）

保
坂
智
『
百
姓
一
揆
と
義
民
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
　
二
〇
〇
六
年
）
三
六
〇
か
ら
三
六
四
頁
。

（
62
）
『
大
鰐
町
史
　
中
巻
』（
大
鰐
町
　
一
九
九
五
年
）
九
二
八
か
ら
九
二
九
頁
。

（
63
）

平
賀
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
平
賀
町
誌
』
下
巻
（
平
賀
町
　
一
九
八
五
年
）
一
三
二
八
頁
。

（
64
）

平
賀
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
平
賀
町
誌
』
上
巻
（
平
賀
町
　
一
九
八
五
年
）
七
〇
五
頁
、
八
九
七
頁
。

（
65
）

同
前
、
八
九
八
頁
。

（
66
）

例
と
し
て
『
部
落
活
動
を
支
え
た
部
落
有
林
「
豊
か
な
村
づ
く
り
」
で
内
閣
総
理
大
臣
賞
受
賞
の
平
賀
町
広
船
部
落
』（
青
森
県

中
南
地
方
農
林
事
務
所
　
一
九
八
七
年
）
と
い
う
刊
行
物
が
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
主
に
平
賀
町
広
船
（
当
時
）
が
入
会
を

守
っ
て
き
た
山
林
の
歴
史
を
、
主
に
近
代
の
山
林
原
野
改
租
以
降
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
歴
史
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中

に
は
近
世
の
秣
場
境
界
争
い
の
事
例
に
つ
い
て
も
書
か
れ
、
近
世
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
入
会
が
許
さ
れ
守
っ
て
き
た
こ
と
を
伝
え

て
い
る
。

（
67
）

斎
藤
康
司
「
あ
る
山
論
の
一
断
面

―
乳
井
・
薬
師
堂
間
山
論
消
滅
の
過
程

―
」（
弘
前
大
学
国
史
研
究
会
編
『
弘
前
大
学
国

史
研
究
』
第
五
七
号
　
一
九
七
一
年
）
三
か
ら
六
頁
。

（
68
）

同
前
　
七
頁
。
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【
図
①
】
大
鰐
組
乳
井
村
、
薬
師
堂
村
位
置
地
図
（
国
土
地
理
院
発
行
、「
大
鰐
」
2万

5千
分
の
1地
図
の
一
部
を
加
工
引
用
。）

※
乳
井
村
、
薬
師
堂
村
の
現
在
の
位
置
を
示
し
た
。
両
村
は
図
中
の
「
大
館
山
」
を
巡
っ
て
争
っ
た
と
さ
れ
る
。
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【
図
②
】「
薬
師
堂
村
領
山
絵
図
」（
弘
前
市
立
図
書
館
蔵
）

※
中
央
の
大
き
な
山
が
両
村
の
争
っ
た
「
大
館
山
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
小
笠
原
弥
左
衛
門
が
杉
仕
立
を
行
っ
て
い
る
箇
所
も
確
認
出
来
る
。
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【
図
③
】
文
化
8年（

1
8
1
1）「
居
土
山
柴
草
刈
取
事
件
」
関
係
村
位
置
地
図
（
国
土
地
理
院
発
行
、「
黒
石
」
5万
分
の
1地
図
の
一
部
を
加
工
引
用
。）

※
「
御
国
日
記
」
に
見
ら
れ
る
村
を
中
心
に
そ
れ
ら
の
現
在
の
位
置
を
示
し
た
。
尚
、「
居
土
山
柴
草
刈
取
事
件
」
に
関
係
す
る
居
土
村
、
三
ッ

目
内
村
、
宿
川
原
村
、
鯖
石
村
、
取
上
村
、
芦
之
沢
（
芝
之
沢
）
及
び
水
沢
の
位
置
に
つ
い
て
も
示
し
て
い
る
。
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発
生
年

発
生
月
日
参
加
組
・
村
名

具
体
的
な
行
動

出
典

文
化
5年（

1
8
0
8）

6月
1
5日

大
鰐
組
薬
師
堂
村
百
姓

山
仕
分
の
件
で
東
長
町
制
札
場
へ
強
訴
。

「
御
国
日
記
」

文
化
6年（

1
8
0
9）

春
大
鰐
組
薬
師
堂
村
百
姓

一
村
挙
げ
て
藩
主
下
向
の
通
行
筋
で
直
訴
を
行
う
動
き
が

『
封
内
事
實
秘
苑
』
廿
五
、
廿
六

見
ら
れ
る
。

文
化
7年（

1
8
1
0）

夏
か
ら
秋
駒
越
組
・
藤
代
組
・

検
見
阻
止
の
た
め
強
訴
の
動
き
あ
り
。

『
封
内
事
實
秘
苑
』
廿
五
、
廿
六

に
か
け
て
高
杉
組
百
姓

8月
1
8日

大
光
寺
組
・
大
鰐
組
・

柴
草
刈
取
の
た
め
の
山
を
要
求
し
、
山
役
人
ら
を
襲
撃
。

「
御
国
日
記
」、『
大
平
家
日
記
』
等

文
化
8年（

1
8
1
1）

尾
崎
組
百
姓

→
「
居
土
山
柴
草
刈
取
事
件
」

1
2月

2
8日

郡
奉
行
へ
口
達
、
強
訴
の
糺
明
。

「
御
国
日
記
」

文
化
9年（

1
8
1
2）

3月
2
0日

大
鰐
組
乳
井
村
百
姓

山
仕
分
の
件
で
「
御
門
外
」
へ
強
訴
。

「
御
国
日
記
」

5月
～
6月

広
須
組
二
十
五
ヶ
村

5月
1
7日
か
ら
6月

1
8日
ま
で
旱
魃
。
そ
の
影
響
に
よ
り
、
豊
田
・

百
姓

下
芦
部
岡
・
橘
・
出
野
里
・
豊
川
・
今
市
・
福
富
・
楽
田
・
家
調
・
『
野
呂
謙
太
郎
氏
所
蔵
文
書
』

穂
積
・
細
沼
・
鶴
見
里
・
緑
川
・
本
増
・
沖
善
津
・
出
崎
・
沼
崎
・

沼
館
・
吉
出
・
夕
日
岡
・
善
積
・
再
賀
・
千
年
・
石
館
・
堅
固
の
「
諸
色
御
用
留
文
化
十
癸
酉
年
」

2
5か
村
が
寄
合
を
行
い
、
代
官
所
へ
強
訴
。

文
化
1
0年（

1
8
1
3）

9月
2
2日

駒
越
組
百
姓

徒
党
を
行
お
う
と
す
る
。

「
御
国
日
記
」

9月
2
5日

猿
賀
組
百
姓

徒
党
の
上
、
強
訴
を
行
お
う
と
す
る
。

「
御
国
日
記
」

9月
2
7日

大
光
寺
組
・
尾
崎
組
百
姓

徒
党
を
行
お
う
と
す
る
。

「
御
国
日
記
」

9月
2
8日

高
杉
組
・
藤
代
組

弘
前
城
下
へ
向
か
い
「
当
年
御
収
納
御
免
願
」
を
強
訴
。

「
御
国
日
記
」、『
本
藩
事
實
集
』、

木
造
新
田
組
・
広
須
組

→
“
民
次
郎
一
揆
”

『
永
宝
日
記
』
等

【
表
①
】
文
化
年
間
弘
前
藩
領
に
お
い
て
発
生
し
た
百
姓
に
よ
る
徒
党
・
強
訴
、
騒
動
一
覧

※
弘
前
大
学
国
史
研
究
会
編
『
津
軽
史
事
典
』（
名
著
出
版
　
1
9
7
7年
）、
青
木
虹
二
氏
の
『
百
姓
一
揆
総
合
年
表
』（
三
一
書
房
　
1
9
7
1年
）、
及
び
そ
れ
ら
に
記
載

の
あ
る
出
典
を
基
に
作
成
し
た
。

※
文
化
8年（

1
8
1
1）の
「
居
土
山
柴
草
刈
取
事
件
」
は
史
料
に
よ
っ
て
1
7日
、
2
2日
と
違
い
あ
り
。

※
網
掛
け
の
も
の
は
文
化
年
間
の
弘
前
藩
領
で
発
生
し
た
徒
党
・
強
訴
、
騒
動
の
う
ち
山
の
仕
分
や
扱
い
が
原
因
で
発
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
。

※
文
化
8年（

1
8
1
1）の
「
居
土
山
柴
草
刈
取
事
件
」
か
ら
「
原
田
村
伝
兵
衛
」
が
、
文
化
1
0年（

1
8
1
3）
9月

2
8日
発
生
の
強
訴
か
ら
「
民
次
郎
」
が
そ
れ
ぞ
れ
近
代
以

降
義
民
と
し
て
の
顕
彰
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
出
来
る
。
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出
身
組
・
村
名

名
前

刑
罰

備
考

大
鰐
組
薬
師
堂
村

七
郎
兵
衛
（
五
人
組
）

大
鰐
組
薬
師
堂
村

三
四
郎

入
牢

大
鰐
組
薬
師
堂
村

甚
四
郎

「
御
国
日
記
」
文
化
5年

6月
2
0日
条
に
頭
取
と
し
て
名
前
有
り
。

亀
甲
町

泉
屋
忠
兵
衛

「
御
国
日
記
」
文
化
7年

3月
1
4日
条
に
詳
し
い
罪
状
の
記
載
有
り
。

大
鰐
組
薬
師
堂
村

小
笠
原
弥
左
衛
門
（
手
代
）

揚
屋
入

亀
甲
町

泉
屋
彦
太
郎

「
御
国
日
記
」
文
化
6年

7月
3
0日
条
に
山
論
に
拘
ら
ず
御
免
と
有
り
。

大
鰐
組
薬
師
堂
村

勘
兵
衛

「
御
国
日
記
」
文
化
5年

6月
2
0日
条
に
頭
取
と
し
て
名
前
有
り
。

大
鰐
組
薬
師
堂
村

弥
惣
次

大
鰐
組
薬
師
堂
村

乙
之

村
預
・
宿
預

大
鰐
組
薬
師
堂
村

七
右
衛
門

「
御
国
日
記
」
文
化
5年

6月
2
0日
条
に
頭
取
と
し
て
名
前
有
り
。

大
鰐
組
薬
師
堂
村

智
源
（
山
伏
）

「
御
国
日
記
」
文
化
5年

9月
1
8日
条
に
詳
し
い
罪
状
の
記
載
有
り
。

尾
崎
組
町
井
村

藤
左
衛
門

大
鰐
組
薬
師
堂
村

小
笠
原
弥
太
郎
（
弥
左
衛
門
親
）

親
類
預

『
封
内
事
實
秘
苑
』
文
化
6乙
巳
年
、
拾
遺
追
補
に
頭
取
と
し
て
名
前
有
り
。

【
表
②
】
文
化
5年

6月
1
5日
　
大
鰐
組
薬
師
堂
村
百
姓
東
長
町
制
札
場
強
訴
に
お
い
て
入
牢
、
揚
屋
入
、
村
預
と
な
っ
た
百
姓
等
一
覧

※
「
御
国
日
記
」
文
化
6年（

1
8
0
9）
7月

3
0日
条
に
あ
る
百
姓
た
ち
の
入
牢
・
揚
屋
入
・
村
預
等
御
免
の
記
事
を
基
に
作
成
し
た
。

※
網
掛
け
は
大
鰐
組
薬
師
堂
村
以
外
か
ら
の
山
論
関
係
者
。

※
大
鰐
組
薬
師
堂
村
、
山
伏
智
源
は
「
御
国
日
記
」
文
化

5年
9月

1
8日
条
に
よ
れ
ば
乳
井
村
と
薬
師
堂
村
間
の
山
論
に
つ
い
て
諸
役
人
や
寺
院
へ
廻
り
内
訴
に
及
ん

だ
と
さ
れ
る
。

※
亀
甲
町
、
泉
屋
忠
兵
衛
は
「
御
国
日
記
」
文
化
七
年
三
月
十
四
日
条
に
よ
れ
ば
薬
師
堂
村
の
者
へ
加
談
し
、
訴
訟
の
腰
押
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
。

※
亀
甲
町
は
弘
前
城
北
掘
り
沿
い
に
位
置
す
る
町
名
。
泉
屋
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
詳
し
い
こ
と
は
判
明
し
な
か
っ
た
が
、
1
7世
紀
か
ら
1
8世
紀
に
弘
前
藩

領
の
尾
太
銅
山
の
開
発
・
経
営
に
泉
屋
が
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
長
谷
川
成
一
氏
が
指
摘
し
て
お
り
、
同
氏
に
よ
れ
ば
泉
屋
は
大
坂
の
住
友
家
の
屋
号
で
あ
る
と

し
て
い
る
。（
長
谷
川
成
一
『
北
奥
羽
の
大
名
と
民
衆
』
清
文
堂
　
2
0
0
8年
　
2
4
3頁
か
ら
2
4
6頁
等
を
参
照
。）
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出
身
組
・
村
名

名
前

罪
状

刑
罰

言
い
渡
さ
れ
た
月
日

大
鰐
組
乳
井
村

兵
助

「
頭
取
は
無
之
書
付
」
を
差
し
出
し
た
。

鞭
刑
2
1、
三
里
四
方
追
放

大
鰐
組
乳
井
村

甚
九
郎

「
頭
取
は
無
之
書
付
」
を
差
し
出
し
た
。

大
鰐
組
乳
井
村

助
作

大
鰐
組
乳
井
村

和
次
郎

大
鰐
組
乳
井
村

三
之

大
鰐
組
乳
井
村

丑
文
化
9年

1
2月

1
6日

大
鰐
組
乳
井
村

三
四
郎

寄
合
の
中
で
願
書
を
認
め
た
。

鞭
刑
1
8

大
鰐
組
乳
井
村

嘉
之

大
鰐
組
乳
井
村

長
之

大
鰐
組
乳
井
村

小
八
郎

大
鰐
組
乳
井
村

太
助

大
鰐
組
乳
井
村

成
田
要
助
（
郷
士
）
村
中
の
人
気
を
動
か
し
、
所
々
へ
内
訴
に
及
ん
だ
。

郷
士
取
放
、
永
牢

【
表
③
】
文
化
9年

3月
2
0日
　
大
鰐
組
乳
井
村
百
姓
外
東
御
門
強
訴
に
お
い
て
刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
百
姓
一
覧

※
「
御
国
日
記
」
文
化
9年

1
2月

1
6日
条
の
百
姓
た
ち
に
対
し
て
の
判
決
文
を
基
に
作
成
し
た
。

※
今
回
の
強
訴
に
お
い
て
、「
頭
取
」
が
い
る
こ
と
を
示
す
文
言
は
「
御
国
日
記
」
以
外
の
史
料
中
に
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
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出
身
組
・
村
名

名
前

罪
状

刑
罰

言
い
渡
さ
れ
た
月
日

大
鰐
組
吹
上
村

万
助
（
佐
右
衛
門
仮
子
）
大
勢
で
山
役
人
を
鯖
石
村
ま
で
引
き
連
れ
、

鞭
刑
2
1、
三
里
四
方
追
放

山
役
人
を
手
籠
に
し
た
。

尾
崎
組
大
坊
村

権
太
（
四
五
次
衛
門
二
男
）
山
役
人
手
籠
の
頭
取
。

鞭
刑
2
1、
三
里
四
方
追
放

尾
崎
組
小
杉
村

兼
（
庄
屋
与
兵
衛
仮
子
）
山
役
人
か
ら
奪
い
取
っ
た
刀
を
柏
木
町
村
清
蔵
、
大
坊

鞭
刑
1
8、
居
村
払

村
清
松
か
ら
預
か
り
、
大
坊
村
喜
蔵
に
預
け
る
。

尾
崎
組
岩
館
村

亀
（
庄
屋
吉
兵
衛
仮
子
）
尾
崎
組
小
杉
村
兼
と
同
じ
。

鞭
刑
1
5

大
鰐
組
吹
上
村

理
兵
衛
（
弥
次
兵
衛
弟
）
山
役
人
を
手
籠
に
し
た
疑
い
。（
本
人
は
居
土
村
へ
行
き
鞭
刑
1
2

は
し
た
が
そ
の
ま
ま
帰
っ
た
と
主
張
。
し
か
し
、
他
の

者
か
ら
証
言
あ
り
。）

尾
崎
組
柏
木
町
村
清
蔵
（
長
十
郎
子
）

高
畑
村
酉
と
申
し
合
わ
せ
、
役
人
の
刀
を
踏
み
付
け
、

鞭
刑
1
8、
居
村
払

文
化
8年

1
2月

2
4日

投
げ
捨
て
た
。

大
鰐
組
吹
上
村

蔵
（
勝
助
弟
）

柏
木
町
村
清
蔵
と
同
じ
。

鞭
刑
2
1、
三
里
四
方
追
放

大
鰐
組
高
畑
村

酉
（
三
左
衛
門
子
）

柏
木
町
村
清
蔵
と
申
し
合
わ
せ
、
役
人
の
刀
を
奪
い
取

鞭
刑
1
8、
居
村
払

り
踏
み
付
け
た
。

尾
崎
組
大
坊
村

清
松

脇
差
を
奪
い
取
り
、
小
杉
村
の
兼
へ
預
け
る
。

鞭
刑
1
5

尾
崎
組
原
田
村

要
助
（
権
十
郎
子
）

大
坊
村
清
松
と
同
じ
。

鞭
刑
6

尾
崎
組
原
田
村

常
（
伝
十
郎
孫
）

大
坊
村
清
松
と
同
じ
。

鞭
刑
6

尾
崎
組
石
郷
村

辰
（
甚
次
衛
門
聟
）

大
坊
村
清
松
と
同
じ
。

鞭
刑
6

尾
崎
組
柏
木
町
村
万
蔵
（
三
右
衛
門
二
男
）
大
坊
村
清
松
と
同
じ
。

鞭
刑
6

尾
崎
組
小
杉
村

甚
右
衛
門
（
仁
左
衛
門
弟
）
大
坊
村
清
松
と
同
じ
。

鞭
刑
6

尾
崎
組
原
田
村

伝
兵
衛

兵
助
、
助
之
丞
と
申
し
合
わ
せ
、
明
山
で
は
無
い
場
所

鞭
刑
3
0、
十
里
四
方
追
放

（
五
人
組
伝
十
郎
忰
）

を
明
山
で
あ
る
と
命
ぜ
ら
れ
た
廻
文
を
差
出
し
た
。

尾
崎
組
石
郷
村

兵
助
五
軒
組
合

兵
助
が
戻
っ
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
監
視
を
す
べ
き
な

3
0日
以
内
に
過
料
銭
と

の
に
見
逃
し
て
い
た
こ
と
が
疎
か
で
あ
る
。

し
て
組
合
よ
り
銭
1
5貫
文
。

【
表
④
】
文
化
8年（

1
8
1
1）
8月
発
生
　
居
土
山
柴
草
刈
取
事
件
に
お
い
て
刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
百
姓
一
覧
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尾
崎
組
原
田
村

伝
十
郎
五
軒
組
合

兵
助
五
軒
組
合
と
同
じ
。

3
0日
以
内
に
過
料
銭
と

し
て
組
合
よ
り
銭
6貫
文
。

文
化
9年

7月
3日

尾
崎
組
石
郷
村

佐
右
衛
門
（
代
庄
屋
）

兵
助
五
軒
組
合
と
同
じ
。

代
庄
屋
取
放
の
上
、
3
0日
戸
〆
。

尾
崎
組
石
郷
村

左
五
右
衛
門
（
五
人
組
）
兵
助
五
軒
組
合
と
同
じ
。

五
人
組
取
放
の
上
、
3
0日
戸
〆
。

尾
崎
組
原
田
村

惣
十
郎
（
代
庄
屋
）

兵
助
五
軒
組
合
と
同
じ
。

代
庄
屋
取
放
の
上
、
2
0日
戸
〆
。

尾
崎
組
原
田
村

小
左
衛
門
（
五
人
組
）

兵
助
五
軒
組
合
と
同
じ
。

五
人
組
取
放
の
上
、
2
0日
戸
〆
。

尾
崎
組
石
郷
村

兵
助
家
内

兵
助
が
村
へ
戻
っ
て
き
た
こ
と
を
隠
し
て
い
た
。

代
官
に
て
叱
り
。

尾
崎
組
原
田
村

伝
十
郎

伝
兵
衛
が
村
へ
戻
っ
て
き
た
こ
と
を
隠
し
て
い
た
。

代
官
に
て
叱
り
。

尾
崎
組
石
郷
村

兵
助
（
庄
屋
）

偽
迴
文
を
差
し
出
し
た
。
／
こ
の
騒
動
の
頭
取
。

鞭
刑
3
0、
十
里
四
方
追
放

文
化
1
0年

9月
2
3日

※
「
御
国
日
記
」
文
化
8年（

1
8
1
1）

1
2月

2
4日
条
、
文
化
9年（

1
8
1
2）

7月
3日
条
、
文
化
1
0年（

1
8
1
3）

9月
2
3日
条
を
も
と
に
作
成
し
た
。

※
網
掛
け
の
部
分
は
兵
助
・
伝
兵
衛
が
一
度
出
奔
し
、
捕
縛
さ
れ
た
後
に
言
い
渡
さ
れ
た
刑
罰
と
月
日
を
入
力
し
て
い
る
。
尚
、
顕
彰
碑
が
建
立
さ
れ
る
等
実
際
に

顕
彰
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
確
認
が
と
れ
る
の
は
「
原
田
村
伝
兵
衛
」
で
あ
る
。
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A

study
of

H
yakusyo

Ikki(peasantuprising)
and

“
G

im
in”

(people
w

ho
rose

uprisings)
in

the
dom

ain
of

H
irosaki:

A
dispute

aboutm
ountains

and
forests

during
the

B
unka

era

K
A

Y
A

B
A

,M
asahito

T
he

purpose
of

this
article

is
to

reconsider
peasant

uprisings
w

hich
occurred

in
the

dom
ain

of
H

irosaki
during

the

B
unka

era.
Previous

studies
of

these
peasant

m
ovem

ents
m

ainly
have

focused
on

“T
am

ijiro
Ikki”

and
“G

im
in;

F
U

JIT
A

T
am

ijiro”.
It

has
been

thought
that

these
peasant

m
ovem

ents
w

ere
caused

by
the

burden
of

the
guard

of
E

zo.
H

ow
ever,

peasants
in

the
dom

ain
of

H
irosaki

rose
uprisings

caused
by

dispute
about

m
ountains

and
forests

during
the

B
unka

era,

and
“G

im
in;

D
enbe

of
H

arada
village”

appeared
from

these
peasant

uprisings.
T

herefore,
in

this
article,

these
uprisings

and
“G

im
in”are

considered
individually.Som

e
peasantuprisings

and
riots

w
hich

occurred
in

the
dom

ain
of

H
irosakidur-

ing
the

B
unka

era,especially
the

ones
occurred

in
N

yui
village

and
Y

akushido
village

in
1808,1809

and
1812,caused

by

the
m

ountain
border

dispute.T
hey

tried
to

fulfill
their

ow
n

request
in

each
united

body.In
these

cases,it
can

be
said

that

peasantacted
based

on
the

spirits
of

“
Itto”

-
uniting

to
satisfy

one
dem

and.Itis
said

thatthey
united

because
they

had
the

problem
how

to
sort

the
land

of
the

m
ountain,

not
because

they
w

ere
suffered

from
the

burden
of

the
guard

of
E

zo.
T

he

peasant
groups

of
O

w
ani,O

zaki,D
aikoji

has
united

w
ith

“
K

aibun”
-

a
w

ritten
order

or
declaration

to
incite

the
action

of

people-and
attacked

the
m

ountain
officer

and
the

m
agistrate’s

office
in

1811.T
his

riot
is

called
“

”.It

is
thought

that
this

case
occurred

because
peasant

becam
e

indignant
that

the
governm

ent
refused

their
claim

.
P

easant

m
ade

a
dem

and
on

the
governm

entfor
“

A
keyam

a”
-

the
governm

entm
ountain

w
hich

peasantcould
getthe

tree
or

som
e-

thing
for

their
daily

life
fro.Itis

difficultto
consider

thatthe
riotw

as
caused

by
the

burden
of

the
guard

of
E

zo.From
this

riot,it
can

be
seen

that
“D

enbe
of

H
arada

village”
w

ere
profoundly

honored
as

G
im

in.In
the

actual
riot,D

enbe
w

ere
not

居
土
山
柴
草
刈
取
事
件
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sentenced
to

death
like

being
beheaded,and

also
his

actions
in

this
riotare

nottalked
aboutby

the
follow

ing
generation

as

the
legend

or
heroic

tale.A
fter

the
riot,peasantgotthe

rightto
enter

the
governm

entm
ountain

w
hich

they
had

dem
anded

as
“

A
keyam

a”.N
or

w
as

this
all,peasantw

ere
stillperm

itted
to

enter
the

m
ountain

after
the

end
of

E
do

period,w
ithoutthe

m
ountain

being
nationalized.

In
order

to
pass

these
achievem

ents
to

posterity,
D

enbe
has

been
honored

as
G

im
in.

In
these

peasant
m

ovem
ents

in
the

dom
ain

of
H

irosaki
during

B
unka

era,
they

fought
for

the
use

of
the

m
ountains

or

gathered
together

to
form

a
party

in
each

village
unit.W

e
can

see
the

im
portance

of
the

m
ountains

and
forestfor

peasants

w
ho

rose
uprisings

and
riots

from
the

honor
of

G
im

in.T
hus

w
hen

w
e

consider
peasant

uprisings
w

hich
occurred

in
the

dom
ain

of
H

irosakiduring
the

B
unka

era,w
e

have
to

take
accountof

notonly
the

view
of

the
burden

of
the

guard
of

E
zo,

butalso
the

use
of

the
m

ountain
for

peasants.

（
人
文
科
学
研
究
科
史
学
専
攻
　
博
士
前
期
課
程
修
了
（
平
成
二
十
三
年
度
））


